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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ボリビア多民族国政府からの技術協力の要請に基づき、

2008 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までの予定で、技術協力「高地高原中部地域開発計画プ

ロジェクト」を実施しました。 

本プロジェクト実施期間終了を約 4 カ月後に控えた 2010 年 9 月、JICA はボリビア事務所長を

終了時評価調査団の団長とし、ボリビア国側の評価チームとこれまでの活動実績等について総合

的評価を行いました。これらの評価結果は、日本国・ボリビア国双方の評価委員による討議を経

て合同評価報告書として取りまとめられ、署名交換のうえ両国の関係機関に提出されました。 

本プロジェクトは、行政組織が大きく変化し灌漑分野の関係組織の立ち上げが進行していたと

きに実施されたため、その影響を大きく受けたものの、市役所のイニシアティブを引き出すこと

に成功していること、効果発現には若干遅れがみられるものの、今後灌漑施設の工事が完工し農

牧分野の指導が継続すれば、計画以上の面積が灌漑され、灌漑農業を実践する農業者の増加が期

待できることが本評価において確認できました。 

この結果を受け、本プロジェクトの2011年6月30日までの6カ月間の延長をボリビア側機関と合

意し、2010年11月に延長のための討議議事録（R/D）に署名しました。 

本報告書は終了時評価調査及び延長期間終了までの経緯を取りまとめたものであり、今後のプ

ロジェクトの運営にあたり活用されることを願うものです。 

終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を

表します。 

 

平成 23 年 7 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

ボリビア事務所長 松山 博文 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ボリビア多民族国 案 件 名：高地高原中部地域開発計画プロジェ

クト 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA ボリビア事務所  協力金額（評価時点）：2.13 億円 

協力期間 

（R/D）：2008 年 1 月～2010 年 12 月 

（延長）：2011 年 1～6 月（予定） 

先方関係機関：ラパス県庁、オルロ県庁、対象 

地域 10 市役所 

（F/U）： 日本側協力機関：なし 

（E/N）（無償） 他の関連協力  ：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）の高地高原中部地域には、日本政府が円借款

で建設に協力したチリ国境へつながるパタカマヤ～タンボケマード幹線道路がある。本地域は標

高が 3,700m から 4,500m の山岳地域に広がる平原地域で、当国の農村人口の約 4 割を占める農村

地域であり、唯一の産業が農業であるが、寒冷で厳しい気象条件と少ない降雨量（年間 250～

400mm）により農業生産性は非常に低く、高い貧困度のため、都市や熱帯地域への人口流出が加

速している。 

 同地域の貧困を削減するためには、唯一の産業である農業の生産性向上が必要であるが、限ら

れた降水量や、雨期の集中降雨が地形上の理由から貯水されないなどの理由により、農業用水の

確保が農業開発の制限要因となっている。 

 県と市町村によって独自に実施されていた問題点分析おいて、同地域の村落で最も必要とされ

ているものは農業のための小規模灌漑であるという結果となり、小規模灌漑による農業用水の確

保に関する現地のニーズは非常に高いことが確認されている。 

 これらの状況下、県・市は小規模灌漑のための予算をつける準備はあるにもかかわらず、実際

の事業実施に至った例が少ないのが実情である。これは、小規模灌漑施設設置の実施主体である

市役所において、具体的な事業を設計する技術力（降雨を貯水する調査から工事設計技術や、そ

れを有効に利用する技術知識、特に、実践的な知識）が不足しており、また、その市の技術力不

足を支援できる能力・体制が県側にもないためである。 

 そこで、同地域を含有するラパス県、オルロ県の対象 10 市の農業技師、土木技師と、各県の

灌漑サービス局（SEDERI）、農牧サービス局（SEDAG）の農業技師、土木技師を対象に、小規

模灌漑農業実施のために必要な知識・技術を移転することを目的とした技術協力プロジェクトが

2008 年 1 月より開始された。本プロジェクトにおいては、灌漑技術の研究・研修機関である国家

灌漑サービス局（SENARI）と、ボリビアの農業技術開発を担当する国立農牧森林技術改善研究

所（INIAF）も協力機関となり、各技師の技術研修実施に協力している。 

 本案件は、2009 年 7 月に中間レビューを実施し、2010 年 9 月に終了時評価調査を実施した。 

 

１－２ 協力内容 

 本プロジェクトは、高地高原地域に位置する 10 市（ラパス県、オルロ県）を対象に、小規模

灌漑農業の実施能力を高めるため、市及び県の土木技師・農業技師の能力向上を図るものである。
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（１）上位目標 

特定の産物（＊）について、対象地域での生産性が向上する。 

同県内の他の地域に同様の活動が普及される。 

（＊）特定作物：ニンジン、白タマネギ、アルファルファ、牧草（導入種）、原生の牧草 

 

（２）プロジェクト目標：灌漑農業がプロジェクト対象 10 市内において実施される。 

 

（３）成果 

【１．小規模灌漑に関する技術向上】 

県と市の技術者が、本プロジェクトにより得た知識と技術を活用し、新しい小規模灌

漑施設建設事業を自ら監督できるようになる。 

【２．小規模灌漑施設建設事業管理に関する知識向上】 

新しい灌漑施設建設のための企画・提案・資金調達・実施ができる。 

【３．水利組合の組織化】 

パイロット施設利用のための水利組合が組織され、水利用の管理・施設の維持管理の

体制が整う。 

【４．営農（畜産）指導／流通】 

市が集落住民に対し技術指導を行う体制が整う。 

（既存灌漑施設において実施） 

特定作物：ニンジン、白タマネギ、アルファルファ、牧草（導入種）、原生の牧草 

畜産に関する研修：ラクダ科、ウシ、ヒツジ  

【５．県・市での活動の定着】 

プロジェクトの活動が県と市レベルで定着するための体制が整備される。 

 

（４）投入（評価時点） （総投入額：2.13 億円） 

日本側（2007 年・2008 年・2009 年度の実績額と 2010 年度の計画額。延長期間分を除く）

長期専門家派遣 1 名 機材供与 20,200 千円 

短期専門家派遣 延べ 3 名 ローカルコスト負担 35,306 千円 

研修員受入 1 名  

その他  

ローカルコンサルタント人件費 25,703 千円 

灌漑施設パイロット工事費（4 施設分） 21,337 千円 

相手国側： 

ａ）2 県庁 

カウンターパート（C/P）配置 6 名 

プロジェクト事務所スペース提供 

ローカルコスト負担：灌漑施設パイロット工事費（6 施設分）307 千 US ドル 

車両の運転手の人件費、燃料 

ｂ）10 市役所 

カウンターパート（C/P）配置 18 名 

プロジェクト事務所スペース提供 

ローカルコスト負担：研修の軽食費、バイクの燃料、プロジェクト事務所の光熱費等 
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２．評価調査団の概要 

調査者 （１）総括  ：松山 博文 JICA ボリビア事務所長 

（２）灌漑技術：永代 成日出 JICA 国際協力専門員 

（３）評価調査：高畠 千佳 JICA ボリビア事務所 所員 

（４）評価分析：マルセロ・エンダラ JICA ボリビア事務所 在外評価専門員 

調査期間  2010 年 5～9 月 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（プロジェクト目標の達成度） 

 プロジェクト目標は部分的に達成されたと判断される。 

 プロジェクト目標は対象 10 市において灌漑農業が実施されることであったが、10 市で灌漑施

設が建設されたものの、実際に施設の灌漑用水を利用した農業が開始されたのは現行で 5 市にと

どまっている。さらに、灌漑農業が開始された地域においても、まだ始まったばかりであり、1 回

の実地研修が行えるのみであるため、農民の技術習得状況は十分とはいえない。一方で、これを

補完するために、プロジェクト開始当初から灌漑用水を有する他の集落に展示圃場を設置し、全

市の技術者に対して灌漑農業の技術指導を行ってきたことから、市の灌漑技術者については、一

定以上の技術が習得されたと判断される。 

 一方、灌漑を用いた農業技術の農民への移転活動は年 1 サイクルしか実施できず、灌漑設備建

設の準備調査、農民との合意形成、市技術者への灌漑施設設計指導、設置工事と合わせて 3 年間

の活動では、十分な成果を出すのは非常に短い期間であったと判断される。灌漑農業が開始され

た地域においては、少なくとも現在進行中の 1 回目の農業サイクルが完結するまでの灌漑農業実

施指導が望まれる。 

 

（成果の達成度） 

 成果 1 は十分に達成されている。灌漑工事設計・施工管理・監督マニュアルも完成し、灌漑施

設の工事も JICA 事業として 5 施設が完成され、11 施設が実施中である。 

 成果 2 は十分に達成されている。小規模灌漑マニュアルが作成され、市が新規の小規模灌漑プ

ロジェクトを作成し、7 計画書（指標は 5 計画書以上）が提出されている。市の技師の知識習得

状況は、プロジェクトによる評価の結果、約 70％と判断される。 

 成果 3 は部分的に達成されている。小規模灌漑維持管理のための水利組合は、目標の 4 施設で

設立されたものの、その他 6 市では施設建設が完了していないために維持管理については開始さ

れていない。 

 成果 4 はほぼ達成されている。研修を受けた 396 生産者のうち、研修で習得した技術を適用し

ているのは 148 生産者であり、これは、目標の 65％（195 生産者）に対し 76％の達成にあたる。

これら生産者は指標としていた技術の理解にとどまらず、自己資金を投入して技術適応の拡大を

図っている。 

 成果 5 は部分的に達成されている。プロジェクトの活動が県や市の年間活動計画（POA）に登

録されているものの、工事の遅延によりその執行率は低い。また、関係機関と灌漑工事に関する

調整を行う地域の協議会（Comisión）が機能することを指標としていたが、当初想定していた 2

県庁のリーダーシップが十分ではなく、設置されていない。現在は方針を変更し、SENARI、

SEDERI 及び INIAF を中心に、研修事業を通じて市の技術者の案件形成・実施を支援する形での

連携に関する調整が進められている。 



iv 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は非常に高い。灌漑法2878号や環境・水資源省の灌漑開発国家プログラム等のボリ

ビア側の政策にも合致し、小規模灌漑施設の導入を図ろうとしているボリビアにおいては優

先度の高い分野である。貧困削減を推進する日本側の協力方針にも合致している。 

 

（２）有効性 

有効性は比較的低いと判断される。 

本プロジェクトのプロジェクト目標は一部達成されているが、十分ではない。成果 1 、2 、

4 は、ほぼ達成されているものの、成果 3 については施設の建設遅れが水利組合による維持

管理実施に影響を与え、また、各県のイニシアティブ不足により、成果 5の達成状況は

不十分である。 

今後のプロジェクト運営・評価のためにプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

での数値目標の設定や、外部条件である県庁の予算支出の遅れに対する継続的な対処が必要

である。 

 

（３）効率性 

プロジェクト開始後に、ボリビア側の要請により 4 市に重点を置いたものから10市への支

援に拡大したが、これにより、投入が分散し、成果発現の効率性に影響が出る見込みとなっ

たため、中間レビューにおいて、再度重点的に支援する 4 市を確認したことで、効率性を確

保した。これにより、特に成果 1 、2 、4 において十分な成果が得られた。成果 3 、5 につい

てはボリビア側による施設建設の遅れや該当セクター関連組織設立プロセスの遅れにより、

達成度は比較的低くなっている。 

 

（４）インパクト 

終了時評価時点では、上位目標である「特定産物について、対象地域での生産性向上」に

ついては限定的であるが、成果が出始めているといえ、今後も生産性向上が期待される。「他

地域への同様の活動の普及」については、現状では実績がないが、ボリビア側の機関である、

SENARI、SEDERIの今後の活動にかかっている。 

また、環境面（地域固有種の回復、湿地帯の保護）や社会面（出稼ぎから戻ってきた例）

においては、正のインパクトがみられる。 

 

（５）持続性 

政策面、技術面における持続性は期待できるが、ボリビア側の組織の脆弱さから、組織面、

財政面においては持続性は低く、ボリビア側の努力が必要である。 

政策面：灌漑法の整備や環境・水資源省の国家灌漑開発計画（PNDR）の実施、各市に対

しての飲料水または灌漑用水事業への資金支援プログラムである「MIAGUA（私

の水）」プログラムの実施など、小規模灌漑の導入は国の重要課題のひとつであ

り、今後も継続される見込みである。 

組織面：ボリビア政府は近年、SENARI、INIAF、水資源・灌漑次官室等、同分野関係機関

の設置を進めており、強化されつつあるが、設立後間もないため、各機関の個々

の能力、及び各機関間の調整能力が不足しており、今後の強化が期待される。 

財政面：ボリビア政府は、前述の「MIAGUA（私の水）」プログラムで各市の小規模灌漑
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導入事業を支援している。各県・市においても、2008-2010 年の POA に本プロジ

ェクトの活動は記載されており、2011 年以降の活動についても活動の記載準備が

行われている。一方、SENARI や SEDERI が同地域の市の技師への技術支援・研

修のための予算を継続して確保することが重要である。市役所が中期的に施設・

活動などの提案書を作成し続けることが予算確保に重要である。 

技術面：農牧分野でプロジェクトが用いた技術手法は、高地高原の農業条件に適した内容

となっており、定着の見込みは高い。SENARI や SEDERI は、本プロジェクトで

の経験を基にして、灌漑分野への研修を継続していく必要がある。特に SENARI

については、同局が所管する国立灌漑学校（評価時点で構想のみ存在）が中心と

なり、本開発モデルの継続性を強めていくことが期待される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）プロジェクトの戦略が2008年前半に4市を重点的に支援する方針から10市へ支援する方

針に変更されたことで、そのメリットとして以下が生じた。 

・プロジェクトの裨益市（当初重点とされていた4市と、その他の6市）の間での軋轢を避

けることができた。 

・研修実施箇所が増えた。 

・研修で学んだ知識や活動を応用する可能性が広がった。 

・市の技師・農業者の本プロジェクト及び灌漑農業に対する認識がより積極的になった。

・2県が2010年に向けて約束していた6市での灌漑施設建設費用を2009年に前倒しする

ことで、2010年に向けて新しい施設建設工事を計画することができた。 

２）現地語（アイマラ語）や現地の風習に適応可能な現地コンサルタントの活用により、農

村地区における活動をスムーズに進めることが可能となった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

前述したように、高地高原地域では年 1 回の農業サイクルしかなく、3 年間では灌漑農業

の実施･指導には限界があった。 

寒冷期の土壌凍結、雨期の大量降雨により灌漑施設工事を中断せざるを得ない時期が数カ

月発生するが、これらの気象条件による制限要因が事前には十分把握できず、当初計画に反

映されていなかった。 

本プロジェクト計画を策定するにあたり、各県庁が主体となり独自に行った事前調査結果

を参考としたが、同調査に不備があることが判明し、プロジェクト進捗に問題が生じたが、

最終的には、計画変更や各県庁側の予算の追加措置により、対応した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）ラパス・オルロ県庁がR/Dで規定した人材配置などを十分に実施せず、技術の移転先で

ある技術者が不在、ないしは頻繁な交代が発生したため、県庁への技術の移転・定着に困

難が生じた。 
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また、ラパス県においてはプロジェクト開始時に予算の確保がなされていなかったこと

が活動費確保・技師の確保の遅延につながった。 

このため、プロジェクトでは、再三にわたり、R/Dの履行を各県庁に申し入れるととも

に、市の技術者に対する指導を強化し、プロジェクトの成果を市で活用できる体制づくり

を強化した。 

２）対象地域をボリビア側の要請により4市から10市へ拡大したことにより、各市間の軋轢

を減らすことができた一方で、投入が分散してしまう結果となった。そのため、対象は10

市のままで、重点とする市として当初の4市を選定することで、効率的な投入の配分とな

るよう工夫を行った。 

 

３－５ 結論 

 評価 5 項目に関し、妥当性は満足のいくレベルのものであり、かつさまざまな正のインパクト

の発現を確認することができた。他方、有効性、効率性は十分であったとはいえず、かつ持続性

の確保については、ボリビアのより一層の努力が必要である。 

 プロジェクト目標を達成するためには、当初想定されていた 3 年間は十分ではなく、灌漑農業

実施指導の追加実施のため、6 カ月の延長を提案する。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

＜プロジェクト終了までに実施すべき項目＞ 

（１）土木分野 

１）市役所及びプロジェクトは現在実施中の工事を確実に終了させること。 

２）パタカマヤ市役所及びプロジェクトは、伏流水を使用した施設で完工したものに関し

（パタカマヤ市Cala Cala村落、Capunuta村落）、取水量の月 1 回程度のモニタリングを最

低 3 年程度継続し、気候的・気象的要因による取水量変化を確認すること。そのうえで取

水量が少ない場合は対処方法を検討すること。また他の類似施設（Cala Cala、Capunuta村

落）の設計と比較し、より適切な設計にすること。 

３）Chapicollo村落のせき止め池の水路を延長すること。 

 

（２）水利組合の組織化 

対象市役所及びプロジェクトは、建設中の灌漑施設に関し、水利組合組織化のプロセスを

早める（内部規定の作成など）。 

 

（３）農牧分野 

10市及びプロジェクトは、市の技師による農家への技術支援・フォローアップを継続する

こと。 

 

（４）制度化 

１）SENARI、SEDERI、INIAF及び市役所は、研修（座学）に関する協定書の内容をより充

実させ、市の技師への研修、教材の更新に関して今後2011年以降共同で事業を実施するた

めの合意文書に署名すること。その際、パタカマヤ市に相談のうえ、同市に地方事務所を

構えることも考慮する。また、事業サイクルの定着に関し、市・県・SENARI/SEDERI・

INIAFが合意した形で、資金源ごとにその手続きを明確にする内部協定書に署名すること

（例：県営事業の場合、PRONAREC資金・Fondo Indigenaの場合）。直近の作業委員会
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（Comité de Operaciones）で話し合われたように、関係機関間での調整機能を強化するメカ

ニズムをつくること。 

２）SEDERI、県庁及び市役所は、プロジェクトと合同で、上記の協定書に規定された活動

を実現するための地域の協議会をSEDERIのリーダーシップの下で発足させる。 

３）県庁、市役所、SENARI、SEDERI、INIAFは、活動に必要な予算（人員・活動経費等）

を2011年及びそれ以降の活動計画（PO）に確実に記載する。 

４）各組織は、上記の協定書に規定された灌漑事業実施のための手続きを正式なものとして

位置づけるための法律的整備を行う。 

５）県庁及び市役所は、灌漑事業を優先づけその実施方法を具体化する内容を県の開発計画

及び市の開発計画に記載する。 

 

＜プロジェクト終了後に向けた提言＞ 

（１）水資源・灌漑次官室へ 

政府の政策として、小規模灌漑に特化した資金をつくる（水資源・灌漑次官室、SENARI

による）。 

 

（２）SENARIへ 

１）灌漑学校にて、技師などを対象に高地高原地域の灌漑農業をテーマに扱うこと。 

２）オルロ県SEDERIの設立を推進すること。 

３）ラパス県SEDERIの灌漑セクターにおけるその役割の強化を支援すること。 

 

（３）技師へ 

１）市の灌漑施設の施工管理責任者は適切な手続き及び村落参加型の施工管理を継続し、設

計や建設時の問題を早期に把握し影響を最小限に抑えること。 

２）Chapicollo村落、Unto Chico Bajo村落の経験から、せき止め池に関しては、その保護のた

めに、池の堆積物の調査をすること。 

３）伏流水を利用した施設（2つのパタカマヤ市施設）では、その気象条件などによる水路

の水量の変化を観測するために、モニタリングを実施すること（最低最初の3年間）。水量

の低下がみられた場合、適切な対応をとること。 

 

（４）その他 

１）県庁（ラパスSEDERI、オルロSEDAG）は、市の技師への研修を行うための技師を雇用

する際に、より高い専門性をもつ人を確保すること。 

２）大統領令27327号に基づき、プロジェクトは、オルロ県庁の負担事項履行状況などを考

慮しつつ、車両などのプロジェクトの物品の供与先を早期に決定すること。 

３）PDMの修正：本評価を受けて、間接裨益者数を現実的な内容に修正する。具体的には地

域住民数（7.4万人）から、プロジェクトで能力強化された技師の指導を受けた生産者数

を720世帯に修正する（付属資料2のAnexo 22）。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

（１）小規模農家が点在する高地高原地域においては、小規模灌漑農業の推進が貧困削減・農業

振興の手段として有効である。 
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（２）灌漑施設の機能を発揮させるためには、計画・設計・水利組合組織時の土木・農牧の双方

についての考慮、一貫した事業サイクルが有効である。 

 

（３）村落の需要に対応し、支援を行うためには市が中心的な主体になる必要があり、これを強

化することで県内の数多い市の村落の需要に対応できる。これら市役所の技師の能力強化に

より、各県の多くの需要に対応することが達成されるであろう。 

 

（４）灌漑施設設計・施工管理に関しては、市役所の常勤職員を活用した方が、外部コンサルタ

ントに発注するよりも、灌漑施設の質の向上や費用面を考慮すると効率的である。 

 

（５）OJTによる人材育成は、実際の題材（施設や生産者への指導、農地）を扱いながら行える

ことから、灌漑農業普及に有効である。 

 

（６）小規模灌漑事業には、主な事業主体となる市を支援する必要があること、また、土木・農

牧の双方の考慮が必要なことから、組織横断的な体制が必要である。 

 

（７）プロジェクト実施時に、C/P機関に人員の配置を依頼するだけでは人員が配置されなかっ

たりオーナーシップが発揮されなかったりする例がある。より強いオーナーシップの発現の

ためには、ほかの方策も必要である（例：プロジェクトユニットの立ち上げなど）。 

 

（８）その他 

１）灌漑施設の工事工程を作成する際に、凍結期の工事停止などないよう、気象条件などを

考慮すること。 

２）市の技師は外部に発注するコンサルタント業務（測量、施工など）の品質を管理する責

任があり、そのためには現場での施工管理が重要であること。 

３）組織間の合意・協定書の署名のみでなく、関係機関の間で綿密に調整を行うことで、負

担事項の履行をより確実にし、活動の成功を得ることができる。 

４）研修の内容や教授法により、市の技師の参加を促進し、学習効率を向上させることがで

きる。 

５）特定の技術内容の習得だけでなく、時間を守る、約束を守る、他者に敬意を払うなどの、

専門職としての基本的な素養が、研修実施者・研修受講者双方について重要である。 

６）高地高原地域における灌漑農業普及のプロジェクトはその結果がでるまでに最低 5 年の

期間が必要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

 プロジェクト期間を 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで 6 カ月間延長する予定。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１  調査実施の経緯と目的 

（１）経緯 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）の高地高原中部地域には、日本政府が円

借款（ 終的には債務放棄）で建設に協力したチリ国境へつながるパタカマヤ～タンボケマ

ード幹線道路があるものの、地区内の開発が遅れている。本地域は標高が 3,700m から 4,500m

の山岳地域に広がる平原地域で、当国の農村人口の約 4 割を占めているが、寒冷で厳しい気

象条件と、少ない降雨量（年間 250～400mm）のうえ、雨期の集中降雨が地形的に貯水され

ず土壌浸食が激しく土地生産性が低いため、住民の生活水準は 貧困である。地域では、過

放牧と植生の過剰伐採による自然草地の劣化が急激に進んでおり、農牧生産性が減少して貧

困の度合いがより深刻化しており、生活が維持できないことから都市や熱帯地域への人口流

出が加速化している。 

県と市町村によって続けられていた問題点分析によると、この地域の村落で も必要とさ

れているものは農業のための小規模灌漑であり、県・市町村は小規模灌漑のための予算をつ

ける準備はある。また、他ドナーの活動等を通じ、地域の技術者に理論的知識は蓄積されつ

つある。しかしながら、実際の事業実施に至った例がないため、具体的な事業を設計する技

術力（降雨を貯水する調査から工事設計技術や、それを有効に利用する技術知識、特に実践

的な知識）が不足しており、具体的な事業実施につながっていなかった。 

この状況を受け、2006 年 8 月に技術協力プロジェクトの要請が提出され、2007 年 9 月に

事前評価が行われ、2008 年 1 月から本プロジェクトが開始された。2009 年 6 月に中間レビュ

ーを実施した。2010 年 12 月のプロジェクト終了を控え、2010 年 9 月に終了時評価を行った。 

なお、本プロジェクトは JICA ボリビア事務所の援助重点分野「社会開発｣に該当し、「小

規模農家の貧困削減プログラム」のなかの灌漑農業振興サブプログラムの 1 プロジェクトと

して位置づけられている。 

 

（２）終了時評価の目的 

１） プロジェクトの活動達成度の分析 

２） プロジェクトの 5 項目評価分析 

３） プロジェクトの評価の取りまとめ、プロジェクトへの提言の抽出 

 

（３）調査項目 

１）プロジェクトの活動達成度（活動・成果・プロジェクト目標・上位目標の達成度、達成

見込み。実施プロセスの検証） 

２）技プロの 5 項目評価 

３）提言等 
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１－２ 調査日程（2010 年 6～10 月） 

時 期 活 動 

6～7 月中旬 プロジェクトと評価分析担当の情報交換開始、評価グリッドの作成、イ

ンタビュー・現地視察の実施 

7 月末まで スペイン語版評価報告書素案が完成、一部翻訳開始 

8 月 24 日 対処方針会議（TV 会議） 

9 月 6～17 日 現地調査作業（永代専門員のボリビア出張）、詳細は付属資料 1 の日程

のとおり 

10 月 7 日 調査内容報告会（TV 会議） 

 

１－３ 評価メンバー構成 

（１）ボリビア側 

No. 氏 名 役 職 

1 
アルバロ・ロドリゲス 

（Ing. Alvaro Rodríguez） 
環境・水資源省水資源・灌漑次官室職員 

2 
ベアトリス・チョケ  

（Ing. Beatriz Choque） 
国家灌漑サービス（SENARI）計画課長 

3 
ホセ・デ・ラ・クルス  

（Lic. José De La Cruz） 
ラパス県庁市町村強化課職員 

4 
エルナン・キスベルト  

（Ing. Hernán Quisbert） 
ラパス県灌漑サービス局（SEDERI）職員 

5 
セベロ・チョケ  

（Ing. Severo Choque） 
オルロ県庁 県農牧サービス局（SEDAG）局長 

6 
アレハンドロ・リュスコ 

（Arq. Alejandro Llusco） 
ウマラ市技術助役 

 

（２）日本側 

No. 氏 名 担当業務 役 職 

1 松山 博文 総括   JICA ボリビア事務所長 

2 永代 成日出 灌漑農業 JICA 国際協力専門員 

3 高畠 千佳 評価調査 JICA ボリビア事務所 所員 

4 マルセロ・エンダラ 評価分析 JICA ボリビア事務所 在外評価専門員 

 

１－４ プロジェクト概要 

（１）プロジェクト目標：灌漑農業がプロジェクト対象 10 市内において実施される。 
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（２）成果 

【１．小規模灌漑に関する技術向上】 

県と市の技術者が、本プロジェクトにより得た知識と技術を活用し、新しい小規模灌

漑施設建設事業を自ら監督できるようになる。 

【２．小規模灌漑施設建設事業管理に関する知識向上】 

新しい灌漑施設建設のための企画・提案・資金調達・実施ができる。 

【３．水利組合の組織化】 

パイロット施設利用のための水利組合が組織され、水利用の管理・施設の維持管理の

体制が整う。 

【４．営農（畜産）指導／流通】 

市が集落住民に対し技術指導を行う体制が整う。 

（既存灌漑施設において実施） 

特定作物：ニンジン、白タマネギ、アルファルファ、牧草（導入種）、原生の牧草 

畜産に関する研修：ラクダ科、ウシ、ヒツジ  

【５．県・市での活動の定着】 

プロジェクトの活動が県と市レベルで定着するための体制が整備される。 

 

（３）上位目標：特定の産物について、対象地域での生産性が向上する。 

同県内の他の地域に同様の活動が普及される。 

 

（４）実施機関：ラパス県庁、オルロ県庁、地域 10 市町村 

 

（５）ターゲット・グループ 

直接裨益者：10 市の農業技師、土木技師 

2 県生産開発局／SEDAG の農業技師、土木技師 

間接裨益者：プロジェクト対象地域の住民約 7 万人 

 

（６）協力期間： 2008 年 1 月～2010 年 12 月（3 年間） 
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第２章 終了時評価手法 
 

２－１ 評価の方法 

本評価は JICA がプロジェクトマネジメントツールとして使用しているプロジェクト・サイク

ル・マネジメント、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）及び

開発援助委員会／経済協力開発機構（Development Assistance Committee / OECD：DAC/OECD）参

加各国が使用している評価 5 項目に基づいて実施した。 

 

２－２ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM） 

本案件では終了時評価開始時点までに PDM が 3 版作成されており、本終了時評価では PDM 3

を基に作業し、作業の結果、修正版として PDM 4 を作成した。 

（さらにプロジェクト延長のための R/D 署名時に、表現振りを若干修正した PDM 5 を作成した。） 

 

PDM 第 1 版 2007 年 11 月 

PDM 第 2 版 2009 年 4 月 

PDM 第 3 版 2009 年 7 月 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

この項以下は、スペイン語で作成したミニッツ（Minutes fo Meeting：M/M）に記載されている

内容に基づき作成している。日本語版にのみ追記している内容は、斜体で記載している。 

 

３－１ プロジェクト実施期間中の出来事 

    2007年9月 本プロジェクト事前評価 

  2008年1月 プロジェクト開始 

2008年3月 ラパス県生産開発局長辞任（キロガ氏 ラウラ氏） 

2008年8月 県知事不信任投票、ラパス県知事不信任、オルロ県知事僅差で承認 

2008年9月 ラパス県生産開発局長交代（ラウラ氏 カスタニェタ氏） 

2009年1月 新憲法採択に関する国民投票 

2009年2月 新憲法公布、新憲法に沿った省庁改編、環境・水資源省水資源・灌漑次官室の発

足（旧 水資源省灌漑次官室） 

2009年5月 オルロ県生産開発局長交代（アリ氏 バレンシア氏） 

2009年6-7月 プロジェクト中間レビュー 

2009年7月 オルロ県生産開発局長交代（バレンシア氏 エンシナス氏） 

2009年12月 大統領選 

2010年4月 県知事、市長選 

2010年6月 地方選挙。2県知事、10市長の交代 

 ラパス県庁組織改編、生産開発局 経済開発局へ。 

 局長交代（カスタニェタ氏 ラウラニ氏） 

 オルロ県生産開発局長交代（エンシナス氏 ダバロス氏） 

2010年6-9月 プロジェクト終了時評価 

 

県知事不信任投票、地方選挙、及びそれに伴う県庁レベルの局長クラスの頻繁な交代（ラパス

４名、オルロ４名）がプロジェクトの活動を後退・停滞させた。 

 

３－２ 投入の実績  

＜運営面＞ 

（１）ボリビア側 

討議議事録（R/D）に記載されている投入と予算は、ボリビア側で5主体（中央政府、県政

府、市役所、村落）及び日本側JICAから行われた（付属資料5を参照）。 

 

１） 環境・水資源省水資源・灌漑次官室及び国家灌漑サービス局（Servicio Nacional de Riego：

SENARI） 

必要 低限が達成された。SENARIは灌漑施設の建設・手続き進捗状況確認のために担

当者がプロジェクトサイトを訪問するなど、その役割に合わせた形で参加していた。 
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２） 県庁  

必要 低限であった。2 県庁による 6 市の工事を計画より 1 年早めたため、予算措置を

早めることで 6 市の工事が 2009 年に実施できることになった。土木技師の雇用に関して

は、県庁の給与体系による制約から、適切な技師を確保することが難しかった。 

ａ）ラパス県庁 

必要 低限であった。 

①同県庁は県灌漑サービス局（Servicio Departamental de Riego：SEDERI）が灌漑法2878

号（Ley de Riego 2878）に基づき活動するように整備する（特に以下の活動について）。 

・SENARIに灌漑に関する政策等を提案する。 

・県の灌漑計画を認可する。 

・SENARIに対し公共投資による灌漑工事を提案する。 

・技術協力、人材育成、研究などの計画を促進する。 

・SENARI、市役所及び関係機関と協同し水利組合の活動を促進、援助する。 

・県灌漑情報システム（Sistema Departamental de Información de Riego：SDIR）の整備

とアップデートを実施する。 

②プロジェクト開始時に必要な予算が登録されていなかったが、その後以下のとおり確

保した。 

 

表３－１ ラパス県庁による投入 

計 画 実 績 

1. 活動費 必要 低限：  

-C/P 技師の出張費（2008-2010） 

-2009 年 9 月の車両供与以降、運転手配置と燃料費確保 

2. プロジェク

ト事務所 

十分： 

県庁生産開発局内にプロジェクト事務所確保 

3. C/P 配置 

 

必要 低限：  

-土木、農牧、総務担当の配置  

4. パイロット

施設建設助成

費用 

期待以上： 

-R/D では 2010 年用に 5 施設用 99,289 US ドルを約束したが、2009 年予算に

て 250,307US ドルを確保・執行中である。  

  

ｂ）オルロ県庁 

不十分であった。 

①オルロ県ではプロジェクト開始当初から予算枠は確保されていた。 

②灌漑施設建設用の助成予算は、同様に 2008 年 12 月に実施設計書が提出された際に予

算確保の手続きを再度行う必要が生じた。 

③2010 年 3 月、オルロ県庁は本プロジェクトの参加停止を決定した。2010 年 1 月ごろか

らカウンターパート〔Counterpart（Contraparte）：C/P〕の配置、車両燃料費の支出、

井戸掘削作業に関する不履行が続き、県庁とプロジェクトで検討した結果の決定であ

る。参加準備ができたら再開することとしている。2010 年 6 月の県知事交代を受け、
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必要予算の再配分、車両燃料費の支出についての調整、トゥルコ市の井戸施設の進捗

状況確認が県庁から行われるようになった。C/P 技師も指名され、オルロ県庁は本プ

ロジェクトの参加再開を JICA に打診しているため、正式文書にて JICA に依頼するよ

う説明するとともに、プロジェクトは文書取り付け後 2 週間まで履行状況を確認し、

履行が確認される場合は活動を再開することとしている。 

④また、2011 年度予算にプロジェクトの経験を踏まえた工事実施のための予算を確保し

ている。 

 

表３－２ オルロ県庁による投入 

計 画 実 績 

1. 活動費 不十分：  

-C/P 技師が実質的にプロジェクトサイトでの活動に参加しなかったことか

ら、その出張費は確保されなかった。 

-県庁の内規により、車両の燃料費は円滑に支出されなかった。 

2. プロジェク

ト事務所 

不十分： 

-県庁内にプロジェクト事務所は確保されなかった。  

 

3. C/P の配置 

 

不十分：  

-C/P 技師が指名されていた時期があるが、プロジェクト事務所に出勤しない

など、市の技師を指導する、各種調整を行うなどの実質的な参加はなかった。

4. パイロット

施設建設助成

費用 

十分： 

-R/D では 2010 年用予算として 80,000US ドルを約束し、その執行率は 85％で

ある。うち、トゥルコ市の井戸施設建設予算は 53,700US ドル。その執行率

は 60％。 

 

ｃ）共通 

C/P技師の雇用安定性を確保することが重要である（例えばパタカマヤ市ではプロジ

ェクト期間全体の3年間の契約書にて技師を雇用したことから、非常に安定していた）。 

オルロ県庁の参加が正式に再開されれば、同県内の市へのプロジェクト形成や予算支

援がより円滑に進むと考えられる。 

 

３） 市レベル 

（プロジェクト開始当初は市の雇用が遅れ、2008年3～4月頃に技師が揃ったことを除け

ば、）市の技師の雇用は十分であった。 

10市中7市が必要な土木・農牧の2分野の技師を2名ずつ確保し、3市は2分野を兼務する1

技師を確保した。地域の市役所の実施能力に差があるため、これらの技師の雇用状況の差

は自然と生じたものである。このような状況下でも、市の技師がその職務を十分果たせる

よう、プロジェクトは技師を支援した。 
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表３－３ 市側による投入 

計 画 実 績 

1. C/P 配置 必要 低限： 

-7 市：土木・農牧の 2 分野、2 名を確保 

-3 市（チャラニャ市、チャカリーリャ市、トトラ市）：土木・農牧を兼務する

1 技師を確保 

2. 出張費 不十分： 

-技師のコメントによれば、支給されなかった例が多かった。 

3. プロジェク

ト事務所 

十分： 

-パタカマヤ市とクラワラ･デ･カランガス市はそれぞれプロジェクト事務所

を確保した。 

-クラワラ・デ・カランガス市の事務所は、オルロ県庁側の技師が実質的に活

動に参加しなかったことから、プロジェクト技師の移動手段を考慮しパタカ

マヤ市の事務所から移動することとしたため、使用を中止した。 

 

このほか、測量や環境ライセンスに関する書類作成のための予算を市役所が負担した。 

 

４） 村落（受益者） 

現在実施されている工事における地元負担（地元での資材の調達、労働力の提供）は十

分に提供された。 

 

（２）日本側 

R/Dに記載されている投入と予算は、日本側は十分に実行した。 

 

１）専門家・ローカルコンサルタントの配置 

日本側の人材の投入は満足できるものであった。 

 

表３－４ 日本側専門家及びローカルコンサルタント投入 

計 画 実 績 

-総括 

-現地リーダー 

-土木技師 

-農牧技師 

-農牧技師の助手（野菜分野） 

-農牧技師の助手（牧畜分野） 

-調整員（評価／ジェンダー分析兼務） 

-総務担当 

-秘書 2 名 

十分： 

総括専門家（日本人）1 名 18MM 

現地リーダー1 名 32MM 

業務調整専門家（日本人）1 名 21MM 

土木技師 2 名 53MM 

農牧技師（野菜担当）1 名 30MM 

農牧技師（牧草担当）1 名 33MM 

総務担当 1 名 11MM 

秘書 2 名 61MM 

 

 

 



 

－9－ 

（日本語報告書のみ） 

日本人専門家派遣に関し、R/Dの計画（1名、22MM）より増加し2名、39MMの投入とな

っている。この変更は2008年8月頃、各関係機関の役割の明確化不足、プロジェクトの活

動方針変更等の実施プロセス上の問題に対応するために業務調整専門家を派遣すること

が決定されたものである。合わせてローカルコンサルタントも現場調整員を追加で配置す

る、現地リーダーをより経験のある人物に交代する等の補強が行われた。 

その他、ローカルコンサルタントについては、ローカルリーダー・土木技師・農業技師

の交代が生じ、交代時期のプロジェクト実施体制が不十分になり、その時期の活動が停滞

した。 

 

ローカルコンサルタントの契約に関し、土木技師の募集にあたっては人材不足によりそ

の選定が円滑に進まなかった。 

ボリビアには全般的に灌漑施設に関する知識をもつ土木技師は少なく、また土木技師の

給与をC/Pとのバランス、プロジェクト内他コンサルタントとのバランスを考慮して低く

設定していたことから、募集しても見当たらず再公募になる事態が数回生じた。 

 

２）供与機材 

車両を除き、順調に供与が行われた。 

 

表３－５ 日本側供与機材 

計 画 実 績 

車両類 十分である 

-2009 年 3 月に 2 台の車両が購入されたが、その後貸与条件、ナンバー

プレート、保険などの手続きに時間がかかり、9 月にオルロ県に、10

月にラパス県にそれぞれ貸与された。オルロ県供与分の車両について

は、2010 年 3 月に活動休止が決定されたのを受け、プロジェクトで管

理するようになった。 

本プロジェクトの車両は、プロジェクトの名義で購入され、プロジェ

クト終了時に 2 県に引き渡す方式をとっている。 

-10 市に 10 台のバイクが供与され、よく使われている。 

関連機器  （GPS・測

量関連機器等）  

十分である 

-詳細は付属資料 2 の Anexo 5 のとおり。 

 

車両の供与に関し、プロジェクト開始時に合わせて供与する予定だったが、（2007年後

半から2008年初めにかけてボリビア中央政府と県政府（特に、野党出身の県知事の県）の

関係の悪化を受け）、倹約のための政令27327により県への車両の供与が原則的に禁じられ、

供与するためには供与を例外的に認める旨の別の政令を発布する必要が生じた（正確には、

2004年に県の車両の供与を禁じる上記の政令が成立していたものの、実際には適用されて

いなかった。中央政府と県政府の関係が悪化した時期に、中央政府はこの政令を適用しよ

うとした）。この影響を受け、当プロジェクトは通常であれば 2県を所有者として供与す
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べき車両を、当面プロジェクトの所有とし、のちに 2県に供与する特別な手続きを行う必

要が生じた。 

 

３）現地活動費 

JICA 側の経費は、以下の内容を含んでいる。： a）パイロット 4 施設の建設費;  b）コ

ンサルタントの人件費;  c）旅費・出張費;  d）研修実施経費;  e） 会議費;  f）一般業務

費;  g） 通信・運搬費 

 

表３－６ 日本側による現地活動費 

計 画 実績・予定 

2007 年度予算 

（2008 年 1-3 月分） 

実績： 77,059 US ドル（ 6,708 千円） 

2008 年度予算 

（2008 年 4 月-2009 年 3 月分） 

実績：383,285 US ドル（33,365 千円） 

2009 年度予算 

（2009 年 4 月-2010 年 3 月分） 

実績：388,064 US ドル（33,781 千円） 

2010 年度予算 

（2010 年 4-12 月分） 

予定：233,659 US ドル（20,340 千円） 

1 US ドル = 87.05 円 （2010 年 8 月統制レート）. 

 

４）その他 

プロジェクト外部の投入として、C/P組織にボランティアが派遣された（村落開発普及

員2名、野菜3名）。 

 

全体として、ボリビア側の投入は 小限であり、村落や日本側の投入は十分であった。 

投入された内容の執行については、その質・量ともに適切な時期に執行された。車両の法律的

な手続きの遅れのみ、現在も影響を及ぼしており、今後プロジェクト終了までに必要な手続きを

行う必要がある。 

 

３－３ 活動の進捗 

＜終了時までの達成見込み＞ 

○：活動が順調に進んでおり、既に達成されているか今後プロジェクト終了までに達成される

見込みの活動 

△：何らかの原因があり、100％の達成は困難、もしくは不要であるもの 
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表３－７ PO の活動の進捗状況（％） 

No 活 動 進捗状況 ％ 

終了時

までの

達成見

込み 

成果 1 関連 小規模灌漑技術向上 94  

1.1 

10 市を訪問し本計画を社会的に共有する

とともに、工事地点の予備調査、市の職

場環境調査を行う。 

終了 100 ○ 

1.2 

セミナーを通じ、10 市職員の技術レベル

を特定し、事業実施前の技術能力を確認

する。合わせて事業目的と目標を説明し、

事業参加形態を徹底させる（パタカマヤ

とクラワラ・デ・カランガスにおいて計

2 回）。 

終了 100 ○ 

1.3 

既存灌漑施設の技術課題の特定、重点 4

市の既存灌漑施設を利用した灌漑農業の

指導作物の決定及び指導方法の決定のた

めに、10 市の既存の灌漑施設と耕作面積

のインベントリを作成する。 

終了 100 ○ 

1.4 

4 つの灌漑工種 （せき止め、ため池、分

水、井戸）の模式設計について、10 市の

土木技師を研修し OJT を行う（模式設計

は既存の設計を使う）。 

2008-2010 年に継続実施。追加

して活動を決定、現在も研修実

施中。 

90 ○ 

1.5 

4 つの灌漑工種の模式設計について、市

の土木技師が研修成果を報告するための

セミナーを行う。 

2009 年に 2 回、2010 年に 7 回

市レベルで実施、2 回県レベル

で実施。さらに、プロジェクト

終了に向け 11 月にセミナーを

予定。 

85 ○ 

1.6 

4 つの灌漑工種の積算方法について、市

の土木技師へ研修と OJT を行い、積算・

発注・入札作業を行う。 

2008-2009 年に実施、現在も継

続中。 
90 ○ 

1.7 

4 つの灌漑工種の積算方法について、市

の土木技師が研修成果を報告するための

セミナーを行う。特に井戸工事を選定し

た市の土木職員に地下水を利用するうえ

での設計・積算の留意点を説明書にまと

める。 

2009 年に実施。2010 年 8 月に

新県庁、新県庁職員に説明・報

告するために準備中。ラパスは

公共事業局及び経済開発局、オ

ルロは SEDAG 及び環境・水・

母なる大地局向け。 

100 ○ 
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1.8 

井戸掘削に関し県水・基礎衛生・住宅課

（UNASBVI）と定期的な打合せを行い、

井戸掘削の可否決定の要因を理解する。

オルロ県水担当課 UNASBA

と、ラパス県井戸掘削局（元

DSBVI）と打合せを実施。オル

ロ県クラワラ・デ・カランガス

市とラパス県カラコト市で井

戸掘削を市の技師と調整の下

決定。 

100 ○ 

1.9 

UNASBVI が物理探査と井戸掘削を実施

し、配水施設の設計について市の技師へ

研修を行う。 

オルロ県がクラワラ・デ・カラ

ンガス市を対象に実施（ラパス

県は近隣で行った物理探査デ

ータがあったためそれを使

用）。井戸掘削を 2 市で実施。 

100 ○ 

1.10

建設業者による 10 市の灌漑工事を監督

する。 

JICA 予算による 4 施設が完成、

県庁予算による 6 施設が実施

中、草の根無償による 3 施設が

実施中、NGO 等の予算による 1

施設が完成、1 施設が実施中。 

70 △ 

1.11 

小規模灌漑工事の設計・監督・監査マニ

ュアルを作成し定着させる。 

マニュアル第 2 版までを既に

使用中。 

第 3 版が完成、印刷中。 

100 ○ 

1.12

市の技師が市内のほかの村落での新しい

灌漑工事プロジェクトを作成する。 

7 計画書が完成（草の根無償向

け 3 件、他の予算向け 2 件、

PRONAREC 予算向け 2 件）。3

概略書が完成。 

90 ○ 

成果 2 関連 小規模灌漑施設の事業管理 90  

2.1 
市の事業管理プロセスの問題点をセミナ

ーで共有する（1.2 と同時に実施）。 
終了 100 ○ 

2.2 

市の灌漑施設建設のための、灌漑プロジ

ェクト計画概要書（FIV）シート作成、地

元説明、水利権確認、住民の合意形成、

資金源の検討、工事申請手続き、実施後

のプロジェクト評価の説明を含んだ事業

管理マニュアルを作成し、関係機関で共

有し、市の技師に対して研修を実施する。 

第 2 版まで完成、使用中。第 3

版を完成、印刷中。 
100 ○ 

2.3 

市の土木技師が関係機関に対し、研修成

果を報告し、具体的な例を含めた事業管

理マニュアルを提示する。 

7 市で実施済み。 

他の 3 市でも計画したものの、

直後に県対象の報告会を実施

し該当の市の関係者が出席し

たため、取りやめ。 

70 △ 
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2.4 

SEDERI との調整の下、県庁が 10 市の土

木技師に対して政策、計画、法令 2878 号

のような灌漑・土壌技術に関する法律、

水利権、住民合意形成に関する研修を行

う。この結果を事業管理マニュアルに盛

り込む。 

2008-2009 年に SENARI の技師

の参加を得て実施。2010 年は

研修総まとめの研修にて 10 月

に予定。 

90 ○ 

2.5 

公共投資・外部融資次官室（VIPFE）が

扱う資金など可能な資金源に対して、市

が 10 施設建設後の次期工事の申請手続

きを実施する。 

10 施設のうち 6 施設は現在も

建設中であるが、並行して 7 計

画書の申請手続きを実施。3 概

略書について調整中。 

90 ○ 

2.6 

可能な資金源に対する申請の採択状況を

確認し、採択促進を行う。 

7 計画書のうち、草の根無償確

定が 3 件、SEDERI により 2 件

が優先づけられている。 

90 ○ 

成果 3 関連 水利組合強化 88  

3.1 

地域の水利慣習を調査し、内容や問題点

を関係者に共有する。 

報告書が完成、既に共有済み。

県庁予算による 6 施設のうち 2

施設の水利組合に共有するた

めの活動を計画中。 

90 ○ 

3.2 

県庁の技師が市の技師に対し、水利組合

設立に必要な手続きの説明書（組合設立

規約、水利組合の組織化、維持管理を含

む）を作成し、運営する。 

文書は作成済み、完成した 4 施

設においては運営・実践中。 
90 ○ 

3.3 
市の土木技師が市や大学や関係機関に対

し研修成果を報告する。 

村落・市に対しては市の技師が

報告済み。 
100 ○ 

3.4 

施設の持続的管理のため、市の技師が水

利組合に同行し、規則・規約が守られて

いるかどうかを確認する。 

完成した 4 施設については市

の技師が運営補佐を実施中。県

庁予算による 6 施設について

はその準備は遅れている。 

70 △ 

成果 4 関連 農業・牧草栽培の技術支援 96  

4.1 

地域の生産量を把握する（白タマネギ、

ソラマメ、ニンジン、アルファルファ、

牧草（導入種）、原生の牧草）。 

調査終了 100 ○ 

4.2 

在地知識に留意しながら優先農産物に関

し灌漑水を利用した栽培試験を行い、作

物品種の適応性を確認したうえで水利用

技術に関する土壌管理マニュアル（播種、

水管理、土壌保全など）を作成し、研修

（OJT）を行う。 

2008-09 年の農業期、2009-10

年の農業期にそれぞれ実施（9

月-4 月）。2010 年 9 月以降も予

定。 

100 ○ 

4.3 

在地知識に留意しながら灌漑農業の栽培

技術マニュアル（病害虫コントロール、

収穫・収穫後技術）を作成し、研修を行

う。 

実施中。2010 年に研修総まと

めを 10 月に予定。 
90 ○ 
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4.4 

水利用と農牧業とに関して作成されたマ

ニュアルを使いながら、市の技師が集落

農家に実地指導を行い、市の農牧技師に

対して OJT を行う。 

マニュアル完成、実施済み。 100 ○ 

4.5 

市の技師が、県庁技師、10 市技師、村落

代表、その他関係機関との年 1 回会議を

行い、導入した技術の研修・調査成果の

普及を行う。 

村落、市役所に対し進捗状況に

合わせて実施済み。 
100 ○ 

4.6 

対象地域の以下の品目に関する販売量と

販売先の調査をする。：白タマネギ、ソラ

マメ、ニンジン、牧草 

実施済み。 100 ○ 

4.7 

販売作物、研修対象となる生産者（リー

ダー）、研修項目を特定し、流通に関する

研修計画を作成し、市の技師に研修を行

う。 

販売作物とリーダーを特定し、

研修を実施済み。 
100 ○ 

4.8 

10 市の生産者団体、NGO などの情報を整

理し、販売重点商品の情報を整理する。

生産団体の情報は既に入手済

み。NGO の情報は整理中。 

SEDAG に定着する予定で調整

中。 

80 ○ 

成果 5 関連 制度化 77  

5.1 

年 評 価 会 議 と 年 間 活 動 計 画 （ Plan 

Operativo Anual：POA）作成を行い、本プ

ロジェクト関係者間で共有する。 

POA は 2008-10 年向け分は作

成・承認済み。運営委員会等で

POA の共有、進捗状況確認を

実施。2011 年向けを作成中。 

90 ○ 

5.2 
県庁と市の予算措置において次年度の重

点工事等に必要な調整を行う。 

県庁・市役所とともに打ち合わ

せを実施。 
90 ○ 

5.3 

関係機関と灌漑工事に関する調整を行う

地域の協議会（comisión）を定着させる。 

プロジェクトの運営委員会は

機能している。オルロ県では県

レベルのローカル委員会が

SENARI、SEDAG の支援をうけ

SEDERI のイニシアティブによ

り形成中。 

50 △ 

活動の全体的な進捗（平均） 89％  

出典：本プロジェクト活動計画（Plan Operativo：PO）を参照してプロジェクト自身が評価したもの。 

 

＜△がついた活動＞ 

1-10：県庁予算にて発注された 6 施設について、総務・契約手続きや建設過程における遅延が

生じている。引き続き市役所により施設施工管理が行われている。 

2-3： 全 10 市での実施を予定していたが、3 市に関しては市で実施する報告会に前後して県対

象の報告会を実施し、市長が県対象の報告会に出席できたため、実施不要となった。 

3-4： 施設の建設が遅れているため水利組合の組織化、規則・規約の作成、維持管理が遅れて

いる。 
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5-3： 頻繁な人員交代等により、組織間の足並みが揃わず、各団体のイニシアティブや調整が

進まなかったため協議会の発足が遅れている。 

活動全体の進捗度の平均は 89％であり、全体的には高い達成度である。特に成果 1、2、4 に関

する活動の達成度は 90％を超える。活動の遅れが目立つのは制度化に関する成果 5 に関する活動

（達成度 77％）である。 

 

 活動の進捗に影響した主な要因は以下の 7 点である。 

 

（１）市による計画書・概要書の作成が円滑に進んだこと 

10 市役所が 17 小規模灌漑施設の事業に取り組んでおり、そのうち 5 施設が完工し、10 施

設が建設中、2 施設がラパス県 SEDERI によってその予算確保のために優先づけられている

（2 市役所による環境ライセンスの提出を待っている状態）。加えて、3 施設について FIV が

完成している。 

 

（２）研修は円滑に進み、総まとめの研修が企画されていること 

研修は円滑に進み、総まとめとして土木・農牧双方に関して正式な修了証（diploma）を発行

するための研修が企画されている。研修の内容は、付属資料 2．終了時評価ミニッツの Anexo 

8 及び 14 のとおりである。 

 

（３）県庁の技師の人事が不安定であり、かつ多くは主体的に動いていないこと 

投入でもみられたように、県庁レベルの技師の交代が多かった。特にオルロ県は土木・農

牧の両方の技師が不在であった。また、ラパス県庁に関しては土木技師の雇用が困難であっ

た。また、これらの県庁技師の活動のリズムが遅く、それがプロジェクトの活動の実施のリ

ズムに悪影響を及ぼした。 

 

（４）7 施設の建設の遅れ、その品質 

県庁予算による 6 施設と JICA 予算によるがオルロ県庁の責任範囲の大きいクラワラ・デ･

カランガス市の施設の計 7 施設は、実施・予算支出段階で遅れが生じ、その完工が遅れたた

めプロジェクトのほかの活動に悪影響を及ぼした。 

 

（５）SEDERI 組織強化の遅れ 

各県で灌漑事業に関する技術支援や予算支援を行うことを機能とする SEDERI の設立が遅

れたこと、現在も引き続き組織強化が必要であることにより、制度化に関する活動に遅れを

生じさせた。 

2004 年の灌漑法に基づき、2007 年頃から徐々に SENARI、SEDERI が組織された。しかし

ながら、2008-09 年にかけて、水資源・灌漑次官室と各県の SEDERI についての共通理解が得

られないなどで、SEDERI が設置されない、設置されても活動内容が低調である状態が続い

た。現時点では SEDERI の機能として、県内の他組織への研修実施、PRONAREC 予算を想定

した灌漑事業への予算措置窓口の 2 点が期待されており、ラパス県 SEDERI や SENARI はこ

れらの機能を果たしている。県によっては以前は県庁の灌漑課が実施していた県営事業を
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SEDERI によって実施することを計画しているところもある（コチャバンバ）。 

 

（６）大学の低調な参加 

プロジェクトは大学の参加も得て地域の灌漑農業を振興するための協議会を組織しよう

と計画したが、地域の大学の不参加・関心のなさにより、活動の進捗が遅れた。 

中間レビュー後、プロジェクトは地域の 3 大学に対しプロジェクトとの共同活動を積極的

に働きかけた。一部は、卒論生がプロジェクト内で活動する、活動の大枠に関する協定書に

署名されるなどの成果を出した。一方、大学は活動の人件費をプロジェクトに要求するなど、

組織として長期的にこれらの活動を実施する準備はない様子であることが判明し、結論とし

てプロジェクトは大学の参加を当面期待しない方針に変更した。現時点で大学の支援を得て

いる点としては、農牧分野の展示圃場をサン･アンドレス大学パタカマヤ分校の敷地に設置し

ている程度である。 

 

３－４ 成果の達成  

 

表３－８ 成果の進捗 

指 標 結 果 達成度

終了時

までの

達成見

込み 

成果1 小規模灌漑技術向上 100 ○ 

1-a 4種の灌漑工事の設計・施工管

理・監督マニュアルが作成されてい

る。 

完成 100 ○ 

1-b 10市で工事が実施中である。 JICA予算による5施設が完成、11施設が

実施中（県庁予算による6施設、草の根

無償による3施設、他予算による2施設）、

PRONAREC予算による2施設が予算承

認済。 

100 ○ 

成果2 小規模灌漑施設の事業管理 109 ○ 

2-a 小規模灌漑事業実施マニュア

ルが作成されている。 
完成 100 ○ 

2-b 市の技師が灌漑に関する政

策・計画・規約・技術について知っ

ている。 

プロジェクトの6カ月ごとの評価によれ

ば、7技師が70％以上の知識を持ってい

る。 

88 △ 

2-c 炭化水素税（IDH）などの予算

を獲得するため、また諸機関に新し

いプロジェクトを申請するため、市

がプロジェクトを作成し提出する

（少なくとも5計画書）。 

7計画書が作成され、実施中もしくは申

請中である。 
140 ○ 
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成果3 水利組合強化 70 △ 

3-a 小規模灌漑維持管理のための

内規、誓約書、組織図、施設管理委

員会の数（少なくとも4施設で所

有）。 

4施設の水利組合が機能している。 
100 

 
○ 

3-b 10施設の維持管理がされてい

る。 

マニュアルは2種作成されている。4施設

の水利組合が維持管理を行っている。6

施設については施設が完成していない

ため、維持管理の実習は行われていな

い。 

40 △ 

成果4 農業・牧草栽培の技術支援 93 △ 

4-a 65％の生産者が技術を習得（適

用）する（70％の知識を知ってい

る）。 

研修を受けた396生産者のうち148生産

者が研修で学んだ技術を適用している。

プロジェクトの研修受講者目標数は300

生産者であるため、その65％は195生産

者であり、目標に対しては76％の達成率

となる。 

76 △ 

4-b 地域の指定作物の生産量デー

タがある。 
生産量調査報告書あり。 100 ○ 

4-c 2種の研修マニュアルがある。 第2版を使用中、第3版を印刷中。 100 ○ 

4-d 流通研修計画が作成されてい

る。 
計画作成済み、一部研修実施済み。 100 ○ 

成果5 制度化 45 △ 

5-a プロジェクトの活動が県開発

計画（PDD）や市開発計画（PDM）、

年間活動計画（POA）に登録されて

いる。 

すべての県や市の2008-10年のPOAに登

録されている。オルロ県、トトラ市、ト

ゥルコ市は登録されている予算の執行

率が低い。2010年6月の新県知事・新市

長就任を受け、8月末から県庁の開発計

画（5カ年）や市の開発計画（3年）の作

成作業が始まっている。 

50 △ 

5-b 協議会（評価・計画委員会）

が適切に機能している。 

当初は2県庁のリーダーシップによって

評議会を機能させることが想定されて

いたが、現在は方針を変更し、SEDERI

のリーダーシップでの設置のために調

整が行われている。 

40 △ 

成果の達成度 平均 82  

 

＜△がついたもの＞ 

成果2 指標2-b：2010年 6 月の評価結果によるため、12月頃の評価結果を待つ必要がある。 

成果3 指標3-b：6 施設の建設が遅れているため水利組合に対する施設維持管理の実習は行わ

れていない。 
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成果4 指標4-a：灌漑施設の建設が遅れた村落では農牧分野の活動が遅れている。今後の生産

者の技術習得度を確認する必要がある。 

成果5 指標5-a：県・市の開発計画に関しては県知事・市長選の結果を受け、2010年8月末から

ようやく計画作成作業が開始されたところである。 

成果5 指標5-b：灌漑分野の組織SEDERIの設立が遅れたこと、それにより県庁のリーダーシッ

プを引き出せなかったことにより遅れが生じている。 

 

・表３－８をみると、指標における成果の達成度は、実施された活動の進捗に直接関係してい

ることが確認できる（表３－７）。これはプロジェクトが計画した活動が直接結果につなが

っていることを示している。 

・ も低い達成度を示しているのはプロジェクト活動の制度化である。市や県庁などとの調整

の結果、 終的にはSENARIを中心とした委員会を設置することに決定した。政治的なファ

クターや決定権者の交代などが影響した。 

・また、ある程度の達成度を示しているものの中程度の達成を示したのは、実施した工事の管

理委員会の機能である。 

表３－９は活動の進捗度と成果の達成度の関係を示しており、 終的に同プロジェクトの活動

は83～89％の達成がなされた。 

 

表３－９ 活動の進捗度と成果の達成度の比較 

内 容 
活動の進捗度

（％） 

成果の達成度 

（％） 

成果 1 関連 小規模灌漑技術向上 94％ 100％ 

成果 2 関連 小規模灌漑施設の事業管理 90％ 109％ 

成果 3 関連 水利組合強化 88％ 70％ 

成果 4 関連 農業・牧草栽培の技術支援 96％ 93％ 

成果 5 関連 制度化 77％ 45％ 

全体の平均 89％ 83％ 

 

成果達成における外部条件として、プロジェクト実施期間中にさまざまな選挙が実施され、技

術的な内容よりも政治的な内容が各組織の長によって優先されたことが影響した（2008年8月県知

事不信任投票、2009年12月大統領選挙、2010年4月県知事・市長選挙）。2010年の市長選挙によっ

て10市すべてで市長が交代した。プロジェクト側は市役所・県庁に技術的な要求（技師の継続的

な配置等）を依頼してきたが、市役所・県庁側はこれらの政治状況により実施体制が不安定にな

りがちであった。 

例として、パタカマヤ市はプロジェクト実施期間中に3人の市長がおり（2回の交代）、2010年

初めからは市の口座が凍結されるなど、困難な状況にあった。このような状況ながら市の技師は3

つの灌漑施設建設の計画書を作成し、すべてが予算を確保している。この背景としてはパタカマ

ヤ市はプロジェクトC/P技師の雇用を3年間の契約で行っており、雇用が安定していたことが指摘

できる。 

しかしながら長期雇用だけでなく、市役所内部で労働条件を確保することも同時に重要である。
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例えば同じパタカマヤ市では市の口座の凍結により、2010年初めから技師へ給与が支払われてい

ない。この状況は技師のやる気をそぐ傾向にある。 

これらの不安定性に対して、ウマラ市現市長（元ウマラ市のプロジェクトC/P農業技師）は、

農業・土木といった技術者を、決定権のある地位で雇用する（例えば技術助役）ことにより、そ

の技術分野が市など管轄区域内の開発において継続的に優先づけられるようにすることができる

のではと提案している。 

同様に、市役所は技師を契約でなく常勤職員として確保することが、外部コンサルタントを短

期的に契約することよりも、長期的には経済的な結果をもたらすことを認識し始めている。 

 

３－５ プロジェクト目標の達成の見込み 

・プロジェクト目標は対象10市において灌漑農業が実施されることであったが、実際は5つの灌

漑施設が5つの集落にて建設された（Cala Cala、Chapicollo、Rosasani、Marca Marca y Capunuta）。

これらは農耕期にあわせ2010年8月から利用を開始し、2011年5月まで使用される予定である。 

・集落に小規模灌漑の経験がない場合、建設した灌漑施設を的確に利用するために、その組織化、

強化、工事の実施管理について集落が知ることが重要である。 

・これら灌漑システムの建設にかかわった技師達は小規模灌漑施設の十分な経験を有している。

その一方、各水利委員会の強化と各市による技術協力の継続が課題である。 

 

表３－10 プロジェクト目標とその進捗状況 

指 標 結 果 進捗（％）

終了時ま

での達成

見込み 

プロジェ

クト終了

時までに

10 市の灌

漑面積が

250ha増加

する。 

項目 
灌漑施設

の財源 

灌漑面積

（ha） 

裨益世

帯数 
備考 

施設の完

成時期 

既 存 の 灌

漑 施 設 を

使 っ た 展

示圃場 

既存 11.3 227 

（野菜栽培 1.98、

牧草栽培 9.36） 

 

プ ロ ジ ェ

ク ト の 活

動 に よ っ

て 灌 漑 さ

れ て い る

地域 

JICA 22.1 104 

以下の 4 村落： 

Cala Cala、 

Rosasani、 

Chapicollo、 

Marca Marca 

2009 年 

NGO 

Chacana
12.0 45 

Capunuta 村落 2010 年 

小計 45.4 376  

プ ロ ジ ェ

ク ト の 活

動 に よ っ

て 今 後 灌

漑 さ れ る

見 込 み の

地域 

ラパス

県庁 
227.7 111 

以下の 5 村落： 

Tholavilque、 

Huayllapanta、 

Chacarilla、   

Rio Blanco、 

Q’achuro  

 

 

2010 年 

18％ 

（45/250） 
△ 
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草の根

無償 
57.00 140 

以下の 3 村落： 

Patarani、 

Copani 、 

Untu Chico Bajo 

2010 年 

その他 0.0 40 

Calacoto 村落 2010 年 

（資材は

JICA から

の供与） 

ラパス県 

SEDERI 
32.00 53 

以下の 2 村落：

Qollpacanta、 

Pasancuta 

2011 年 

小計 316.7 344  

合計 362.1 720  

10 市の灌

漑農業者

が 300 世

帯増加す

る。 

-既存灌漑施設でプロジェクトの研修を通じ灌漑農業を行っ

ている農業者 396 世帯 

-上記の「プロジェクトの活動によって今後灌漑される見込

みの地域」にて農業を行う農業者 344 世帯 

132％ 

（396/300）
○ 

 

灌漑施設の建設の遅れにより、灌漑面積増加の可能性は高いものの、実際に増加している面積

はまだ限定的である。 

 

３－６ 上位目標の達成の可能性  

上位目標：特定の産物について、対象地域での生産性が向上する。 

同県内の他の地域に同様の活動が普及される。 

・プロジェクトはパイロット工事の施工を含め、研修を通し各市の技術者に対する能力強化を

重点的に実施し、灌漑施設を実際に利用する今農耕期において、特定生産物の生産性の向上

が成果として見込まれる。 

・同様にプロジェクトは各県庁のプロジェクト活動の参加を促進したが、ラパス県庁の参加の

みであった。しかしながらプロジェクト及び各市の技師が計画した10のうち5つの工事が完

了し、4つの工事が実施中（うち3つが「草の根」、1つがカラコト市における工事）、そのほ

かパタカマヤ市において1つの工事が実施された。 

 

表３－11 上位目標と進捗 

指 標 見込み 進 捗 

地域での生産量が把握され、向上がみ

られる（灌漑面積、作物生産量）。 

灌漑農業を現在行ってい

る面積は 45ha。 

灌漑面積1ha 当たりの作物

の展示圃場における平均

生産量は以下のとおり。 

白タマネギ（ICA）20t 

ニンジン 37t 

ソラマメ 45t 

牧草類 

長期的な視点において達

成可能。 
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ファラリス 12t（乾燥状態） 

ライグラスとミツバ 13.6t

（乾燥状態） 

アルファルファ 12.5t 

 

さらに、317ha の灌漑見込

み面積と上記の生産性の

向上を考慮すると、長期的

には目標達成の可能性が

ある。 

他の地域に対する県の活動が開始さ

れている（少なくとも 1 市で）。 

現時点まではラパス・オル

ロ両県で類似の活動は行

われていない。現在はラパ

ス県 SEDERI と他地域へ

の活動展開について検討

している段階である。この

ため、達成見込みは不明で

ある。 

計測不能 

 

 

・17の小規模灌漑工事が実施された（または実施中）ことにより灌漑面積が増加し、展示圃場

での成果にみられるように、生産性の増加が見込まれる（付属資料2のAnexo 16、17）。 

・各県庁はその事務手続きの複雑さや人材確保の難しさ（給与未払いなどによる）などが影響

し、灌漑開発における一機関としての役割を果たすことができていない。 

 

３－７ プロジェクトの実施プロセス 

（１）国全体の政治的状況 

大統領選挙、県知事・市長選挙など政治的な動きが大きかった期間にて、首長の交代とと

もに局長クラスなど意思決定権者が交代すると、その度にプロジェクトの活動についての説

明を要し、活動進捗を遅らせた。また、県庁やいくつかの市役所における諸手続きの遅れも

プロジェクトの活動を遅延させた。 

一方で、多くの市役所ではこのような状況にもかかわらず、プロジェクトに関係する活動

を速く進めようとする努力がみられた。 

 

（２）国・県レベルの灌漑分野の機能 

灌漑法の成立と2007年のその実施細則の成立により、SENARIとSEDERIは本セクターで中

心的に活動を展開する組織として位置づけられた。一方でこれらの組織は現在までいまだ組

織形成の途上にあり、県庁とSEDERIなどの間で両者が実施すべき責任・機能について空白地

帯ができるなど、移行期の弊害がみられた。SENARIは既に研修実施、予算承認などで機能

しているが、オルロ県SEDERIは現在も機能せず、ラパス県SEDERIは2010年1月頃から機能し

ているものの、非常に弱体である。生産開発局は将来SEDERIに移行される機能に属するプロ

ジェクトとの活動部分について、強いイニシアティブをとらなかった。 

SEDERIがその組織機能を強化している間は、SENARIのバックアップが必要である。 
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（３）灌漑施設の実施可能性調査の質の低さ 

プロジェクトは、ラパス県が2007年に実施した灌漑施設の実施可能性調査に基づきその活

動を計画していたが、この調査は技術面･社会面双方において十分な情報を得ておらず、プロ

ジェクト開始後にプロジェクトは活動対象村落を変更するなど、適切な情報を集めなおすた

めの時間と作業が必要になった。 

例えばウマラ市Curumi村落では、実施可能性調査にて優先村落であり施設の建設が必要と

されていたが、プロジェクトが現地を訪問すると村落の居住世帯は2世帯で、ほかの12世帯は

すべてラパス市に居住しており、灌漑施設を維持できる状態ではなかった。この状況を受け、

プロジェクトは対象村落を変更し、農業用水が不足していたChapicollo村落を優先づけた。 

 

（４）市役所の灌漑分野に関する考え方 

以前は、市役所の多くは土木分野である灌漑施設建設と農業分野を個別に認識しており、

土木技師の仕事を優先づける一方で灌漑施設計画・実施において農業技師の必要性を理解し

ていなかった。プロジェクトにおいては、より統合的な考え方を推進し、これら2分野の技師

がともに働き、農業技師が計画段階で灌漑時の生産物・生産性などについて意見を述べるよ

うにするとともに、水利組合組織化のための農業技師が支援するようになった。 

 

（５）灌漑施設建設時の現地での施工管理 

灌漑施設建設時の施工管理が不十分であると、建設全体に大きく影響する。例えばウマラ

市のSan Miguel de Copani村落では、建設当初、市の技師が現地での施工管理を十分行ってい

なかったため、建設時に判明した測量調査の間違いに気づかず、配水用の水路を誤って深く

掘りすぎてしまったことが判明した。状況を受け、測量調査を再度行い、水路の深度を再確

認することになった。 

 

（６）灌漑施設と農牧分野活動の関連づけ 

農牧分野では、白タマネギ、ニンジン、ソラマメなどの農業作物と、ファラリス、アルフ

ァルファ、ライグラス、ミツバなどの牧草の栽培について灌漑水の利用を念頭においた研修

を行い、特に篤農家に対し2009年以降OJTを行った。これらの活動は、プロジェクト対象地

域に既にあった灌漑施設を適宜活用しながら、灌漑水の使用の概念を関連づけて行われた。 

 

（７）灌漑水の他の使い方  

通常、灌漑施設は雨期及びその前後2カ月に雨水を圃場に効果的に供給するために設計さ

れているが、通年にわたり水源を確保している小規模灌漑（同プロジェクトで建設した伏流

水を利用した施設（Galería Filtrante）、井戸、河川を利用した灌漑）の場合、KUSUPIを利用

することができる。KUSUPIとは、農耕期の始まる前の期間（冬期）に灌漑水を圃場に引き

凍結させることにより、同圃場の雑草の種子や害虫を駆除するシステムである。この手法を

利用すると、より有効な農耕が可能となる。 

 

（８）流域管理 

灌漑分野の団体によるガイドブック（水資源・灌漑次官室やSENARIによって承認された
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内容）では灌漑施設の規模の大小にかかわらず、流域管理に関して詳細設計時に考慮するこ

とに言及している。しかしながら、市の技師は流域管理・水資源保全一般、また土壌流出の

防止に関し具体的な活動を推奨することを十分に行わなかった。 

例えばウマラ市Chapicollo村落の場合、ため池の周辺の土壌からの土砂流入により施設の貯

水量が減る危険があり、水利組合の作業としてこれらの土壌へ植物を植えることを計画して

いる。この経験から土壌流出の管理や堆積について新しい灌漑施設設計・建設時には詳細な

調査を行うことが計画されている。 

 

（９）気象条件 

気象条件が各プロジェクトの実施時に考慮不足だった例がみられた。 

2009年には雨期と凍結期が通常より遅れたことから、播種期、ジャガイモや牧草栽培、牧

畜などに大きく影響した。この気候はプロジェクトの工事にも大きく影響し、ウマラ市

Chapicollo村落のせき止め池工事ではその気象条件から工事開始の遅延、凍結により重機の活

動時間が限られるなどの影響が出た。これらの経験は各市の技師が新たなプロジェクトを計

画するにあたり、考慮すべき条件である。 

同じように2009年の凍結期、Cala Cala村落の工事において、セメントに亀裂が発生した。

また同地域における凍結期の変化により、タマネギやニンジンの収穫を早める必要がある。 

 

（10）研修の実施プロセス 

プロジェクトは技師に対して専門レベルの知識与え、能力強化を達成した。その例として

Cala Cala村落の伏流水を利用した施設（Galería Filtrante）及びChapicollo村落のせき止め池の

設計、パタカマヤ市での農牧分野での研修の教授などは彼らプロジェクト技師によるもので

ある。 

これは研修の知識がさまざまなタイプの灌漑の施工に応用できることを示している。 

またこれら研修の実施過程において、その他さまざまな種類の研修とディプロマコースの

実施を実現させた。これらの研修は同プロジェクト、水資源・灌漑次官室、SENARIの専門

家を講師に迎え、灌漑学校のアイデアの下に実施された。 

また市役所の技師達が、時間・約束を厳守する、人を尊敬するなどの習慣も獲得するよう

になった。 

大学との連携に関しては、プロジェクトの努力にもかかわらず具体的な結果は出なかった。

しかし、サンアンドレス大学農学部（UMSA）、地方分権プログラムユニット（Unidad del 

Programa de Desconcentración）、パタカマヤ南アルティプラーノ地方大学（Centro Regional 

Universitario Altiplano Sur Patacamaya）の学生がプロジェクトの灌漑施設を利用して農業をテ

ーマに卒業論文を作成した。 
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第４章 ５項目評価 
 

４－１ 妥当性 

＜セクターと協力機関の政策の一貫性＞ 

（１）ボリビア側政策面 

2009年の新憲法により、水へのアクセスは人権でありその効率的な使用を保障しなければ

ならないことが、飲料水･灌漑用水双方について確認されている。 

本プロジェクトの法的な枠組みは法律2878号（灌漑法）で、そこでは灌漑セクターの公的

機関の役割と機能が記載されており、実施細則として以下の政令が定められている。 

・政令28817：概要と制度を定める。 

・政令28818：灌漑の水利権と水資源の活用の認証 

・政令28819：灌漑システムの運営・管理と灌漑プロジェクトの管理の規約 

本制度において、水資源・灌漑次官室、環境・水資源省、SENARIを、灌漑・灌漑農牧業・

森林開発の公共投資の規制、計画立案、運営、促進を実施する機関と定めている。それを実

施する機関としてSEDERIがあり、県レベルの灌漑事業の計画などを決定する。同様に環境・

水資源省は、国家灌漑計画を作成し、灌漑水を開発し効果的な水利用を促進するため農業生

産を増加させることを目的としている。そのため、各関係機関の強化、予算措置、技術支援

を行うことを国家灌漑計画に定めている。 

中央政府レベルでは灌漑セクターに関連した、環境・水資源省の灌漑開発国家プログラム

（PNDR）、流域に焦点をあてた国家灌漑プログラム（PRONAREC、SENARI及びSEDERIが

取りまとめ）、国立農牧・森林調査研究所（INIAF、2008年設立）、大学とともに灌漑農業の

試験・普及を支援する。 

県レベル及び市レベルの政策は本プロジェクトと直接関係しており、本プロジェクトの活

動が県や市のPOAに反映されている。一方、2県・10市はその開発計画を2010年8月以降に策

定する予定である。 

また小規模灌漑プロジェクトは小規模生産者に対し、社会開発分野における移住の削減な

どを通じて、食糧の安全保障、貧困削減を目的としている。 

 

（２）日本の協力政策面 

JICAは、ボリビアにおいて人間の安全保障の実現化をめざして国際協力を実施している。

本プロジェクトは社会開発の柱のうち、小規模農家の貧困削減プログラムの灌漑農業振興サ

ブプログラムに位置する。 

 

（３）セクター、地域、対象者のニーズとの一致性 

プロジェクトの目的は、高地高原の農業生産性向上のための灌漑水へのアクセスを増やす

ことであると同時に、各機関（県・市）に灌漑農業専門の技師を育成・配置し、技術移転を

実施することである。実施段階において若干の困難に直面しているものの、プロジェクトは

対象地域・村落から歓迎されており、地域・村落はその継続を要望している。中央政府・県

政府・市政府の本分野の開発のための組織能力が欠けていたことから、日本の協力は需要の

ある部分に対応したといえる。以前は、灌漑の需要は存在しても、財源不足や実施のための
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手続きを知らないためにその需要に対しプロジェクトを実施することが困難であった。よっ

て各村落は市役所に対しその計画を申請し村落側のC/P予算を配分する際に、灌漑プロジェク

トを優先づけない傾向があった。現在は、プロジェクトの実施により市の技師の能力が強化

され、灌漑の需要に対するプロジェクトの実施の手続きがより円滑に進められるようになっ

ている。 

一方、プロジェクト実施に際し、困難な点があるにもかかわらず、同プロジェクトは村落

において評価され、その継続が求められている。 

また高地高原地域の特性として、大規模灌漑の建設が不可能であることから、プロジェク

トはその特性にあわせて小規模灌漑施設の建設を実施し、その結果地域の住民のニーズに応

えた。 

 

（４）セクターの方針とプロジェクトの方針の整合性  

プロジェクトが採用した方針として、小規模灌漑施設の建設に際し、その施設を使用して

の農牧活動が決定されている場合のみ実施するようにしている。なぜなら、プロジェクトは

地域の生産性を高めることを目標にしているのであって、灌漑施設建設そのものが目的では

ない（手段にすぎない）からである。また灌漑施設の使用のための事業管理や技術支援を含

めて実施している。 

ボリビアにおける本分野の開発は、インフラのみが整備され、それにより実施される農牧

活動や、施設の使用・維持管理などのプロセスは考慮されてこなかった。 

このため、灌漑施設のグッドプラクティスで広く知られているものは非常に少ない状況で

あり、このテーマで開発の方針を方向づける調査等も少ない。なお、施設と農業分野を結び

付ける方針は灌漑法や灌漑セクター計画（2004-06年頃成立）において明記されている。 

同プロジェクトは、これまで考慮されてこなかったそれらの点に焦点をあてながら、OJT

によりプロジェクトを実施した。 

 

以上により、妥当性は非常に高いと判断する。 

 

４－２ 有効性 

（１）プロジェクト目標の明確さ 

プロジェクト目標（「10市における灌漑農業の実施」）は明確かつ適切であり、この目標の

意味する、灌漑事業進行のための複雑な内容が5つの成果のなかに反映されている。 

 

（２）プロジェクト目標の達成とその成果 

農業期のサイクルと、プロジェクト期間の双方を考慮して、プロジェクトは既存の灌漑施

設を使用して市の技師と農業者に研修を行いながら活動を開始した。 

PDMに計画された10施設については、JICA予算による4施設が遅れて完成し、6施設（市予

算による）が現在も建設中である。この工事の遅延は、手続きがスムーズに行われなかった

ことなどによるものである。 

中間レビュー時（2009年7月）にはこれらの施設建設の遅れが予想できず、当初から計画

されている10施設に基づいてPDMの調整をしたため、現在プロジェクト目標の達成が遅れて
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いる。 

終了時評価の現在において、4施設と他予算による1施設が完成しており、2010-11年の農耕

期に向けた使用計画が作成されている。 

プロジェクト開始当初の予定では、2010年に6施設用の県庁予算が投入される予定だった

ことを考慮すると、プロジェクトの努力のおかげで6施設の建設は2010年開始から2009年開始

に前倒しされたが、結果的に工事そのものは遅れている。 

また、プロジェクトは当初予定されていた10施設に加えて7施設の計画書を完成させ、現

在1施設が完成、6施設が建設中である。 

プロジェクトはラパス県SEDERI、SENARI、INIAFと協定を結び、灌漑事業の推進のため

の活動が継続するように準備している。また、プロジェクト目標の達成のために、市役所か

らも活動の継続性について負担事項の履行を求めた協定書を作成しようとしている。 

プロジェクトの計画段階の構成を分析すると、プロジェクトは適切な論理構成によって設

計されている。しかしながら、PDMにはプロジェクトのメンバーの責任によるものだけでな

く、むしろ参加団体の技師の業務姿勢にその達成が依存する内容が活動に含まれている。プ

ロジェクトの実施段階においては、担当者が配置されなかったり、県庁・市役所の技師が積

極的なイニシアティブを発揮しなかったりする状況が生じていた。 

また、プロジェクトの活動における制度化が不足していたことが、同プロジェクト目標の

達成の遅延と低い達成度の原因である。 

 

（３）プロジェクトの方針 

プロジェクト実施前は、村落では灌漑の需要があるものの、その実現の困難さを考慮して

優先づけないことが生じていた。市役所も、実現させるための手続きの流れの複雑さ、専門

知識の必要性、C/P予算が常に確保できる状態にない、などの理由でそれらの需要を優先づけ

るための努力をしなかった。この状況を受け、村落は他の村落の予算が十分に確保されるよ

うに、村落同士で融通しあい、C/P予算を確保するようになった。 

灌漑の可能性があるいくつかの市役所ではコンサルタントや企業のサービスを得ること

もあったが、それらのコンサルタントの能力不足によるネガティブな経験をもっており、市

役所も村落も詳細設計による計画書を作成する努力をしなかった。このような状況下、プロ

ジェクトの実施した内容は、市役所の技師を能力強化しながら、地元の技術力を強化し、手

続きをより簡単にし、灌漑施設の実施の計画から維持管理までを保障し、灌漑農業を振興さ

せようとするもので、的を得た内容だった。 

技術レベルについては、同様の灌漑施設の設計、予算、建設を他の地域で行うことは既に

可能であり、市役所は大きな問題なく実施できる能力をもっている。 

 

（４）プロジェクトに負の影響を与える外部条件 

県庁の政策とその傾向について、特筆すべきは、プロジェクトの活動がそれら関係機関の

手続きなどのシステムに直接影響されることである。 

県庁の政策と組織構成について、全体的には変更はなかったが、市役所・県庁の双方にお

いて官僚的な手続きに時間がかかり、施設の予算面での遅れが生じた。具体的には、施工業

者が市役所と業務を行ううえで、公示、契約書署名、市役所からの支払いなどの各段階で、
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市の土木技師だけでなく総務手続を経る必要があり、この手続きに時間がかかった。 

 

以上から、施設建設の遅延とそれに伴う灌漑施設の利用開始の遅れ、水利組合の組織化及び農

牧活動の遅延から、有効性は普通と判断する。 

 

４－３ 効率性 

（１）成果達成レベル  

PDM上の活動の進捗に対し、成果の達成状況は妥当である。特に成果1、2、4について高

い。成果3は施設の建設の遅れが影響し低い達成度になっており、成果5は政治的状況や当セ

クターの関係組織の設立プロセスなどが影響して低い達成度となっている。 

 

（２）成果達成のための活動・投入についての分析 

投入内容は 小限だったものの、 小限の投入から多くの活動を実施できている。特にオ

ルロ県庁や市役所の人員配置不足・活動費不足などが影響した。投入された内容については

効率的に執行された。 

 

（３）予算（質と量）  

投入量は 小限だった一方、投入はその質・量ともに適切だった。 

特に施設建設のためのプロジェクトに関しては、市役所技師とプロジェクトを設計し事業

管理することで、必要費用を減らし実施のための効率を高めた。市の技師は設計から予算確

保のための交渉、施工管理までを一貫して行うため、市役所にとってはより安価に施設が建

設できることになった。また、これらの経験が蓄積することで新規のプロジェクトをより容

易に形成できるようになった。 

2県庁からの施設建設のための予算に関し、実施可能性調査の内容が不十分だったことが

影響してラパス県については5施設の合計予算が設計書段階で大幅に増額されたが、県が予算

確保のために努力し、実施することができた。 

 

（４）成果及び活動達成の障害となる要素 

オルロ県の負担事項不履行が、オルロ県内の市に対する活動のリズムを遅らせた。 

車両の購入時の手続きの遅れが活動を遅れさせ、活動費を増加させた。 

県庁の局長及び人員の交代が活動を遅らせた。特に、前任者から後任者に対し業務内容に

関して引き継ぎがないことが障害となった。 

灌漑セクターの関係組織の機能が明確に定義されていなかったことで、地域の協議会設置

のためのプロセスが遅れた。 

 

 以上により、効率性は高いと判断する。 

 

４－４ インパクト 

（１）上位目標の達成予測 

既存の灌漑施設を使用した農牧分野の活動やプロジェクトの支援により建設された4施設
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及び他予算による1施設の建設を考慮すると、これらの活動により地域の農牧生産性の向上に

関して成果が出始めているものの、限定的である。 

もうひとつの生産性向上の要因として、改善された技術を使用し収益性を上げることであ

る。プロジェクトは展示圃場や個人の農地で技術指導を行い、生産性が将来的に向上するこ

とが期待されている。 

 

（２）上位目標の達成を阻害する外部要因 

SENARIが現在も組織強化途上にあり、本セクターの需要に対応するには能力不足である

一方、SEDERIも順調に機能していない。 

INIAFも、設立から間もないことが影響して、灌漑分野の調査研究・技術向上など本分野

における開発を推進するための能力が低い。 

 

（３）上位目標とプロジェクト目標の因果関係 

上位目標とプロジェクト目標の関連性は非常に高い。 

つまり灌漑による農業の実施は地域の農牧分野における生産性の向上を実現し、その灌漑

施設の技術を他の地域にも応用することができるからである。 

 

（４）政策の策定と法律・制度・基準などの整備への波及効果 

本プロジェクトで推進された事業の進め方のモデルは、関係機関の役割を明確にした。そ

れに関連し、プロジェクトは各機関の担当者の役割分担について文書を作成し、その内容を

現在調整しているところである（付属資料2のAnexo 19参照）。今後、この内容を県令等で定

めることができれば、組織的に普及できる可能性がある。 

 

（５）横断的テーマへの波及効果 

１） 社会面 

水利組合の組織化は、村落の組織化において住民参加を促進するなどの効果を上げている。 

また今回の灌漑施設の建設は、他の地域へのその技術の移転と住民の組織化に貢献して

いる。 

またコミュニティ間の紛争を防止するために、新しい灌漑施設建設の調査では、水域の

水供給量、現存の施設の利用の状況について考慮することが重要である。 

２） 環境 

プロジェクトの灌漑システムは、環境記録（Ficha Ambiental）において、レベル3に区分

された。これは環境に対する影響が 小限であること示す。また豆類（ソラマメ、アルフ

ァルファ）の栽培普及は地域の土壌の肥沃度を高め、栽培品種のローテーションに1つの

選択肢を増やしている。 

３） 組織面 

プロジェクトの実施は、市役所とセクター関係機関の強みと弱点を明らかにした。それ

は、効果的な作業実施のためには各機関の相互的な協力が重要であることも示した。市役

所による灌漑施設の建設は、市役所の信頼度を高め、長期的には国際協力機関等が直接市

役所に投資できる可能性を高める。 
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４） ジェンダー 

水利組合における女性の参加率は約35％。村落での労働力提供の際の女性の参加率は

30％程度。 

 

（６）その他のインパクト 

Capunuta村落ではCala Cala村落での施設建設の経験を踏まえ、Chacana（NGO）が灌漑施設

（Galería Filtrante）の建設を実施した。同村落の小規模灌漑施設はパタカマヤ市により管理

され、45家族が裨益し、12haの灌漑キャパシティを有する。 

農業分野の技術改良は、協力対象の生産者・村落のみならず、村落内のほかの生産者や近

隣の村落にも波及効果が及んでいる。ラパス県バタージャス地域で指導の要望があり、プロ

ジェクトのメンバーがタマネギ栽培と牧草の水耕栽培について研修実施に出向いた。 

市の技師はプロジェクトの研修を通じ自分に付加価値がつけられたと感じており、より専

門性の高い、高度な課題に対応できる能力を身に着けたように感じている。 

市の技師は、技術面の能力だけでなく、時間を守る、約束を守る、他者に敬意を払うなど

職業人としての基本的な素養を徐々に身に着け始めている。 

プロジェクトは研修の総まとめとして水資源・灌漑次官室及び SENARIと調整の下、灌漑

でのディプロマ発行のためのコースを実施している。 

市の技師は、プロジェクトとともに設計した内容を基に設計の技術改良を行っている。 

 

以上により、インパクトは中程度と判断される。 

 

４－５ 持続性 

（１）政策・制度面（中程度） 

灌漑法、SENARI、SEDERI、INIAF、水資源・灌漑次官室などの関係組織の設置により強

化されつつあるが、本セクターの需要を国レベル・県レベルで対応するには未だ能力不足で

ある。組織強化がなされれば、プロジェクトの実施、調査研究の実施、投資先としての信頼

度向上などが期待できる。またこれらの機関は、同セクターの開発のためにプロジェクトが

建設した灌漑施設の導入に関心をもっている。県・市のレベルでは、開発計画が明確になっ

ていないため、次回の開発計画作成時にはプロジェクトとともに築いた手続き方法を考慮し

て中期的な政策・計画を作成し、灌漑分野を優先づけることが期待される。 

 

（２）財政面（中程度） 

2008-10年の県・市のPOAに本プロジェクトの活動は記載されており、2011年のPOAへの記

載のための準備が行われている。記載されれば、セクターの活動の継続性を確保できる。 

同様に、SENARIやSEDERIが高地高原中部地域の市の技師への技術支援・研修のための予

算を確保することが重要である。市役所が、中長期的に施設・活動などの提案書を作成し続

けることが、その後の予算確保の基礎となるため、重要である。 

PRONAREC、草の根無償、NGO、炭化水素公社など、既にプロジェクトを通じ投資を行っ

た団体や、資金源として可能性がある他の団体（PASA、FPS、見返り資金、先住民基金、ハ

ンガーゼロ、CAFなど）と協定を結ぶことも予算確保の一助となる。 
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（３）技術面（中程度） 

プロジェクトによって作成された研修の教材や施設の設計図等は、研修システムに継続性

をもたせることができ、経験の長い技師から新しい技師へ技術を伝えることができれば、技

術面での継続性確保の基礎となる。 

SENARIとSEDERIは、プロジェクトの経験を踏まえつつ、マニュアル作成のプロセスに自

ら参加した経緯を生かして、灌漑分野での研修を実施している。この研修の継続も技術面で

の継続性を高めると考えられる。 

農牧分野でプロジェクトが用いた技術手法は、高地高原の農業条件に適した内容となって

いる。これらの活動がより広く普及するためにはより長い期間が必要と考えられる。（例：タ

マネギの栽培）タマネギ栽培において苗床を導入し、苗の発育と植え替えにおいて適切なコ

ントロールが実施された。 

ラパス県庁の農牧技師のように、プロジェクトの進捗に貢献した技師の例をみると、県庁

やSEDERIの雇用する技師はある程度技術力があることが重要である。 

  

（４）社会・文化・環境面 

１）社会面 

市の技師が地元の人材であり、定着が期待できること。 

水利組合の設立により、村落の参加を確保した形で灌漑施設の運営ができる。灌漑農業

の導入により、タマネギの例のような集中型農業が推進されるため、労働力がより必要と

なり、農家の内国移住を減らす効果が想定される。例えば、パタカマヤ市Cala Cala村落で

は水利組合の会合を、都市部へ出かけている人や若者が戻る土曜日に実施するように要望

が出ている。 

また牧草の導入により、放牧型より定住型の家畜飼育を推進する効果が想定される。 

 

２）環境面 

マメ類の作物を牧草の一種として栽培することにより土壌保全、ひいては持続的な農業

を推進する効果が想定される。 

灌漑施設と流域保全をより深く考慮していくことで、施設をより長期的に使用できる。 

湿地帯（bofedal）に関し、生態系の面で非常に脆弱なシステムであるため、より注意を

払って形成すべきである。 

ため池（Kotaña）に関し、定期的な清掃を怠ると、水質が汚染され、家畜や栽培された

野菜を摂取する人への汚染源となり得るため、注意が必要である。プロジェクトはこの点

について研修と施設建設のマニュアルに組み込むことにした。 

 

３）貧困面・ジェンダー面 

灌漑施設の事業管理のプロセスは村落のすべての人にアクセスできる可能性を開いて

いる。 

 

 以上により、持続性は中程度と判断する。 
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第５章 結論 
 

活動の達成度評価、5項目評価を実施した結果、下記の結論を得た。 

 

（１）市役所・県庁の技師への研修と、灌漑需要に関するプロジェクトを実施する際の手続きの

制度化を内容とするプロジェクトの方針は適切であり、プロジェクトの実施中に10市で17施

設を建設・もしくは建設準備中であり、灌漑面積362ha、裨益720家族が予測される。現在は

45haが灌漑されている。395農業者が灌漑農業を実践し、白タマネギ、ニンジン、ソラマメ、

牧草を栽培できるようになった。 

 

（２）対象地域は灌漑農業を更に推進できる地域であるが、プロジェクトで建設した施設の灌漑

水を利用した農業指導については開始されたばかりであるため、現時点ではプロジェクト目

標や上位目標の達成度は限定的である。 

 

（３）プロジェクトの投入は十分であった。大部分の市役所や村落による投入が、本プロジェク

トの活動を強く推進した。 

 

（４）プロジェクト活動の進捗と成果の達成度は全体に高い。特に研修に関しては非常に高い成

果を達成している。一方、水利組合の組織化については工事の遅れている6施設においては現

在進行中である。また、灌漑開発事業の制度化に関しては、組織間の足並みが揃わず、遅れ

が生じている。 

 

（５）灌漑農業開発の活動における制度化に関しては、プロジェクトに参加した機関と現在開始

したところである。この点はプロジェクトの開始から運営委員会（Comité de Operaciones）の

懸案事項であった。 

 

（６）プロジェクトの活動は、選挙等の政治的状況、決定権者の交代、本セクターの組織の能力

不足、土木施設についての不適切なフィージビリティ調査（Feasibility Study：F/S）などによ

り実施に遅れが生じた。 

 

（７）妥当性に関連し、灌漑施設の機能を発揮させるためには、土木・農業の双方を含む一貫し

たサイクルで事業を実施することが妥当である。 

 

（８）有効性・効率性に関連し、土木・農業を含む一貫した事業サイクルに基づく小規模灌漑開

発のためには、組織間〔市、県庁、ラパス県SEDERI、オルロ県SEDAG、中央政府（水資源・

灌漑次官室）、SENARI、INIAF〕の連携を強めて実施することが有効かつ効率的である。 

 

（９）インパクトに関連し、土木分野では当初10の灌漑施設の建設がプロジェクト期間中に計画

されたが、市のイニシアティブにより、7施設の詳細設計作成が追加的に実施され、そのうち

5施設が着工している。加えて、4つの概要書が作成されている。農牧分野では協力対象の生
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産者・村落だけでなく、近隣の生産者・村落への普及効果が及んでいる。 

 

（10）成果の定着のためには、今後関係機関（水資源・灌漑次官室、SENARI、SEDERI）の援助

の下、フォローアップのために、市及び県庁が人材と財源を確保する必要がある。 
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第６章 提言 
 

６－１ プロジェクト終了までに 

（１）土木分野に関し 

１） 市役所及びプロジェクトは現在実施中の工事を確実に終了させること（特に、せき止め

池。San Pedro de Curahuara市）。 

２） パタカマヤ市役所及びプロジェクトは、伏流水を使用した施設で完工したものに関し

（パタカマヤ市Cala Cala村落、Capunuta村落）、取水量の月1回程度のモニタリングを 低 

3年程度継続し、気候的・気象的要因による取水量変化を確認すること。そのうえで取水

量が少ない場合は対処方法を検討すること。また他の類似施設（Cala Cala、Capunuta村落）

の設計と比較し、より適切な設計にすること。 

３） Chapicollo村落のせき止め池の水路を延長すること。 

 

（２）水利組合の組織化について 

対象市役所及びプロジェクトは、建設中の灌漑施設に関し、水利組合組織化のプロセスを

早める（内部規定の作成など）。 

 

（３）農牧分野について 

10市及びプロジェクトは、市の技師による農家への技術支援・フォローアップを継続する

こと。 

 

（４）制度化に関し 

１） SENARI、SEDERI、INIAF及び市役所は、研修（座学）に関する協定書の内容をより充

実させ、市の技師への研修、教材の更新に関して今後2011年以降共同で事業を実施するた

めの合意文書に署名すること。その際、パタカマヤ市に相談のうえ、同市に地方事務所を

構えることも考慮する。また、事業サイクルの定着に関し、市・県・SENARI/SEDERI・INIAF

が合意した形で、資金源ごとにその手続きを明確にする内部協定書に署名すること（例：

県営事業の場合、PRONAREC資金・Fondo Indigenaの場合）。 新の作業委員会（Comité de 

Operaciones）で話し合われたように、関係機関間での調整機能を強化するメカニズムをつ

くること。 

２） SEDERI、県庁及び市役所は、プロジェクトと合同で、上記の協定書に規定された活動を

実現するための地域の協議会をSEDERIのリーダーシップの下で発足させる。 

３） 県庁、市役所、SENARI、SEDERI、INIAFは、活動に必要な予算（人員・活動経費等）

を2011年及びそれ以降のPOに確実に記載する。 

４） 各組織は、上記の協定書に規定された灌漑事業実施のための手続きを正式なものとして

位置づけるための法的整備を行う。 

５） 県庁及び市役所は、灌漑事業を優先づけ、その実施方法を具体化する内容を県の開発計

画及び市の開発計画に記載する。 
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６－２ プロジェクト終了後に向けて 

（１）水資源・灌漑次官室へ 

政府の政策として、小規模灌漑に特化した資金をつくる（水資源・灌漑次官室、SENARI

による）。 

 

（２）SENARIへ 

１） 灌漑学校にて、技師などを対象に高地高原地域の灌漑農業をテーマに扱うこと。 

２） オルロ県SEDERIの設立を推進すること。 

３） ラパス県SEDERIの灌漑セクターにおけるその役割の強化を支援すること。 

 

（３）技師へ 

１） 市の灌漑施設の施工管理責任者は適切な手続き及び村落参加型の施工管理を継続し、設

計や建設時の問題を早期に把握し影響を 小限に抑えること。 

２） Chapicollo村落、Untu Chico Bajo村落の経験から、せき止め池に関しては、その保護のた

めに、池の堆積物の調査をすること。 

３） 伏流水を利用した施設（2つのパタカマヤ市施設）では、その気象条件などによる水路

の水量の変化を観測するために、モニタリングを実施すること（ 低 初の3年間）。水量

の低下がみられた場合、適切な対応をとること。 

 

（４）その他 

１） 県庁（ラパス県SEDERI、オルロ県SEDAG）は、市の技師への研修を行うための技師を

雇用する際に、より高い専門性をもった人を確保すること。 

２） 大統領令27327号に基づき、プロジェクトは、オルロ県庁の負担事項履行状況などを考

慮しつつ、車両などのプロジェクトの物品の供与先を早期に決定すること。 

３） PDMの修正：本評価を受けて、間接裨益者数を現実的な内容に修正する。具体的には地

域住民数（7.4万人）から、プロジェクトで能力強化された技師の指導を受けた生産者数を

720世帯に修正する（付属資料2のAnexo 22）。※スペイン語版M/Mではこの点が誤って「721

世帯」と記載されている。 

 

（５）SUMA UMAプロジェクトの延長 

日本側調査団はプロジェクトの短期間の延長の必要性を検討している。この延長には、

JICA本部の承認が必要である。延長の理由は以下のとおり。 

１）パイロット工事の遅延が小規模灌漑による農業生産活動のプロセスに遅延を来している

ため、土木・農牧の双方の一貫した事業サイクルを目指す同プロジェクトの観点から、フ

ォローアップを必要としている。 

２）幾度かの話し合いと灌漑法2878号により、各県のSEDERIが灌漑農業促進の中心になるこ

とが確立された。またラパス県SEDERIとプロジェクトは内部協定を結んでいる。 

 

 この提言を受け、2010年11月11日に本プロジェクトの実施期間を2011年6月まで延長する討議議

事録（R/D）が付属資料5のとおり署名された。その際にPDMが2回修正された（第4版はJICA内部
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での調整時に、第 5版はR/Dの添付文書）。 
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第７章 教訓 
 

（１）小規模農家が点在する高地高原地域においては、小規模灌漑農業の推進が貧困削減・農業

振興の手段として有効である。村落や市役所の維持管理能力に合わせた施設の建設が必要で

ある。 

 

（２）灌漑施設の機能を発揮させるためには、計画・設計・水利組合組織時の土木・農牧の双方

についての考慮、一貫した事業サイクルが有効である。 

 

（３）村落の需要に対応し、支援を行うためには市が中心的な主体になる必要があり、これを強

化することで県内の数多い市の村落の需要に対応できる（例：ラパス県 84 市）。これら市役

所の技師の能力強化により、各県の多くの需要に対応することが達成されるであろう。 

 

（４）灌漑施設設計・施工管理に関しては、市役所の常勤職員を雇用した方が、外部コンサルタ

ントに発注するよりも、灌漑施設の質の向上や費用面を考慮すると効率的である。 

 

（５）OJT による人材育成は、実際の題材（施設や生産者への指導、農地）を扱いながら行える

ことから、灌漑農業普及に有効である。 

 

（６）小規模灌漑事業には、主な事業主体となる市を支援する必要があること、また、土木・農

牧の双方の考慮が必要なことから、組織横断的な体制が必要である。 

 

（７）プロジェクト実施時に、C/P 機関に人員の配置を依頼するだけでは人員が配置されなかっ

たりオーナーシップが発揮されなかったりする例がある。より強いオーナーシップの発現の

ためには、他の方策も必要である（例：プロジェクトユニットの立ち上げなど）。 

 

（８）その他 

１） 灌漑施設の工事工程を作成する際に、凍結期の工事停止などないよう、気象条件などを

考慮すること。 

２） 市の技師は外部に発注するコンサルタント業務（測量、施工など）の品質を管理する責

任があり、そのためには現場での施工管理が重要であること。 

３） 組織間の合意・協定書の署名のみでなく（付属資料2のAnexo 21）、関係機関の間で綿密

に調整を行うことで、負担事項の履行をより確実にし、活動の成功を得ることができる。 

４） 研修の内容や教授法により、市の技師の参加を促進し、学習効率を向上させることがで

きる。 

５） 特定の技術内容の習得だけでなく、時間を守る、約束を守る、他者に敬意を払うなどの、

専門職としての基本的な素養が、研修実施者・研修受講者双方について重要である。 

６） 高地高原地域における灌漑農業普及のプロジェクトには、その結果が出るまでに 低5

年の期間が必要である。 
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第８章 団員所感 
 

８－１ 団長所感 

本プロジェクトの実施地域は、円借款にて道路が建設された地域であり、本プロジェクトは道

路以外の地域開発課題に対しても日本との協力を得て状況を改善したいという、地域の市長達の

強い要望を受けて長年の調整を経て実現したものである。 

調整の当初は地域のさまざまな課題（リャマ類の畜産、土壌保全、女性グループ活動活性化、

ほか）のなかで、優先的事項を絞ることが困難であったが、2006年頃の地域の市長たちの会合や

当事務所からの現地調査を経て、灌漑農業振興を優先事項とすることが決定された。その後、農

牧省やラパス・オルロの2県庁の協力を得て、現在の実施体制の基礎がつくられた。 

本案件の事前評価が行われた2007年から現在は、ボリビアの行政組織が大きく変化した時期で

ある。2006年に政権についたモラレス政権の下、灌漑部門は新設された環境・水資源省に組み込

まれ、2007年に成立した国家灌漑開発計画に基づき、これまでのインフラ建設重視の灌漑開発か

ら農業との連携を重視することが強調された。また、2007年頃からこのセクター開発計画に沿っ

てSENARIが設立され、その後徐々にSEDERIが整備されていった。 

また、2007年から2008年はボリビア中央政府と県政府（特に東部の4県）との関係が緊張した

時期でもあり、その緊張関係を受け2008年8月に県知事の不信任投票、2009年12月に大統領選挙、

2010年4月に県知事・市長選挙が相次いで行われた。この政治状況のなか、上記のセクターの実施

機関の設立は困難が多く、当初は早期に成立すると想定されていたSEDERIの成立・組織強化は困

難を極めた。 

プロジェクトはこの状況下、村落住民と市役所の活発な参加と、県庁・大学等の低調な参加の

なかで実施された。灌漑面積100ha未満の小規模灌漑施設を使用した灌漑農業の推進は、同規模の

施設の実施主体とされている市役所の技術力を高めることが第一目的として整理され、計画・設

計・予算措置・発注・施工管理・維持管理の施設建設のための一連のプロセスと、施設計画時の

農業面の考慮、建設後の水利組合の組織化、白タマネギ、ニンジン、ソラマメ、牧草類という基

本的な作物を対象とした農業指導について技術支援を行ってきた。 

県庁の人事の不安定さ、工事の遅れ等の負の影響もあったものの、現時点で45haの農地を灌漑

し（現在着工しているものが完工すれば360ha）、400世帯弱の農業者に指導を行い、モデル村落で

収穫が行われるという具体的な成果が現れている。この過程では、市役所及び同技師の積極的な

イニシアティブが推進力となり、施設建設と農業活動は不可分であること、その分野に専門知識

の高い技師を維持することが村落の長期的な灌漑農業振興につながることが関係者に浸透してき

た。 

一方で工事の遅れに伴う一部のモデル村落での農業指導の遅れを考慮すると、部分的に現れて

いる成果を更に定着させるためには少なくとも１農業期のサイクルで一貫した農業のOJTを行う

ことが効果的と判断される。一般に当地の農耕期は8月から6月であることからプロジェクトを

2011年6月まで6カ月延長し、農業のOJTの継続とともに、活動の制度化のための作業を行うこと

とした。 

本プロジェクトにおいては、日本人専門家が2名派遣されたほかに、ボリビア人コンサルタン

トが活躍している。プロジェクト地域はアイマラ系住民が多く居住し、アイマラ語・文化を把握

するボリビア人コンサルタントが、効率的に市の技師への指導、農業者への普及を進めた。日本



 

－38－ 

人専門家は、ボリビア人コンサルタントの活動を統括し、全体の方向性を打ち出し、またボリビ

アにおいては困難の多い、国・県・市・村落の各関係機関の活動調整を精力的に実施した。日本

人専門家とボリビア人コンサルタントの共同作業による活動実施は、両者の強みを組み合わせた

形で調整できれば、ひとつの協力手法として推進すべきものと考えられる。 

また、プロジェクトの外部投入をうまく活用した点も特徴的である。プロジェクトで灌漑施設

4施設の建設費を手当てしたほか、C/P機関である2県庁の予算で6施設、さらにはNGO、他ドナー

資金、草の根無償をうまく組み合わせることで結果的に17施設について着工にこぎつけた。市の

技師が学んだ灌漑農業の一連のサイクルを実践する場を増やし、インパクトを高めたことは特筆

すべきである。 

 

８－２ 灌漑農業団員所感 

本プロジェクトの協力対象地域であるラパス県とオルロ県のほとんどの農家の営農が半年間

の雨期だけに限られていることが、生計向上へのボトルネックとなっている。このような状況の

下、農業生産性向上を上位目標として開始された本プロジェクトは、諸般の理由による灌漑施設

建設の遅れが活動進捗に影響を与えたものの、対象地域の小規模灌漑農業の発展に大きな足跡を

残したと評価できる。換言するならば、3年間という短期間の協力にもかかわらず、農家の生計向

上に不可欠な灌漑農業振興への基盤づくりに多大なインパクトを与えた。 

ボリビアのこれまでの灌漑開発は、施設建設が農業開発や営農指導計画と遊離して行われる場

合が多く、このことが施設が有効利用されないなどの問題を生じさせてきた。この状態を改善す

るため、本プロジェクトでは灌漑農業の振興に必要なハード、ソフト面の一連の分野を対象とし

た協力を展開した。具体的には、調査計画設計、事業費積算、予算申請、入札図書作成、施工管

理から成る施設建設面及び水利組合の設立強化、水管理、栽培指導、流通から成るソフト面の技

術とノウハウが10市の技術者と農家に対して指導されてきた。OJTでのこれらの指導は、灌漑農

業振興に必要な技術の地元への定着に有効に作用している。市役所のイニシアティブで当初予定

を7つも超える灌漑施設の計画設計などが実施された点や、灌漑農業の実践により農牧畜生産性の

向上が見受けられる点などは、その証左といってよいであろう。 

しかしながら一方では、今後に残された課題も指摘できる。その第一はボリビア側による「小

規模灌漑開発事業の今後の普及」にあるが、事業を主管する環境・水資源省、SENARI及びSEDERI

ともに組織設立からの日が浅く業務内容が定まっていない面があるうえに、実質的な事業推進役

である市役所の体制は人材面、予算面からみても弱いなど、問題が山積している。このような状

況下、その普及に向けまず必要なことは、関係各組織の責任と役割分担の明確化に基づいた連携

協力体制の整備強化と「小規模灌漑開発事業向け資金源の確保」にある。これらの措置なくして

は事業の普及は覚束ない。また、「いつ、どれくらいの量を、どのように灌水」という水管理、施

設操作維持管理及び営農面などソフト面の技術とノウハウの定着も残された課題のひとつといえ

よう。現状ではそれらソフト面の農家への指導は施設建設の遅れから展示圃場活用等による部分

的な指導に限られているが、計画地全体を対象とした指導を行い灌漑農業モデル地区を構築する

ことが本プロジェクト成果の普及を促進する意味においても重要である。 

以上が残された主な課題であるが、プロジェクトとしてこれらに適切に対処・支援することが

これまでの協力成果の定着とその持続性を確保するためにも必要といえるので、少なくとも半年

間の協力期間の延長をここで提言したい。 
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後に、本プロジェクトからの教訓を基にした当該国における今後の灌漑開発の留意点として、

①流域ベースの視点をもった開発、②個々の技術精度の向上、の2つを挙げたい。現状では対象地

区だけに視座を置いた灌漑開発になっている感が見受けられるが、持続可能な開発のためには流

域ベースの水収支やその保全にも十分配慮した「流域ベースの視点」をもつ必要がある。また事

業実施上の調査計画から施工に至る各ステップの技術精度が十分ではない面が散見されるが、灌

漑農業発展への基盤は持続的に機能する施設整備であることを関係者一同が肝に銘じ更なる技術

向上に努めることが望まれる。 
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第９章 延長期間中の活動状況 
 

 本終了時評価調査の結果を受けて本案件の延長が決定し、ボリビア側と協議のうえ、2011 年 11

月 11 日に延長 R/D の署名を行った（付属資料 5）。 

 終了時評価時に不足していると判断された活動（表３－７）について、PO（付属資料 6）に基

づき継続的に活動を実施した。特に C/P である土木技師、農業技師に対するパイロット施設にお

ける農業 OJT を継続実施し、技術の定着を確保するとともに、今後のボリビア側の自立的な活動

継続のため、高地高原地域に特化した技術者向け小規模灌漑事業のマニュアル（全 18 冊）や、農

民を対象とした普及用パンフレット（全 15 種類）（付属資料 8）、活動成果の普及のための「Memoria」

を作成した。 

 各活動における延長期間終了時点（2011 年 6 月）における活動実施状況は付属資料 7 のとおり

であり、96％の達成状況である。（プロジェクト事業完了報告書より） 

 2011 年 1 月～2011 年 6 月までの投入は付属資料 9 のとおり。 

 

 



 

 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

１．現地調査日程 

 

２．終了時評価ミニッツ 

 

３．終了時評価勉強会資料（プレゼンテーション） 

 

４．終了時評価報告会資料（プレゼンテーション） 

 

５．プロジェクト延長のための討議議事録（R/D） 

 

６．PO 最終版（延長期間を含む） 

 

７．活動進捗比較表（終了時評価時～延長期間終了時） 

 

８．延長期間中の成果物 

 

９．延長期間中の投入実績 

 



日数 月日 曜日 時間帯 活動 宿泊地

AM
09:30 JICA事務所との打合せ
11:00 評価作業についての進捗報告

PM
        評価作業についての進捗報告
18:00 ボリビア側評価メンバーとの打合せ

AM
09:00 水資源・灌漑次官室表敬
11:00 国家灌漑サービス局（SENARI）訪問

PM
15:00 ラパス県知事表敬
16:00 ラパス県灌漑サービス局（SEDERI-LP)訪問

AM

PM

AM

PM

AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM

AM

PM

ラパス

ラパス

ラパス

ラパス

ラパス

ラパス

10 2010/9/15 水

評価レポートについての協議

合同ワークショップ(2次官室、2県庁、10市のC/Pと
のワークショップ)
於　ラパス県庁

評価レポートについての協議

書類整理

5 2010/9/10

3

4

ラパス

ラパス

ラパス

ラパス

火

6 2010/9/11 土

2010/9/13

2010/9/12

8

7

評価レポートについての協議

現地視察
-パタカマヤ市カラ・カラ(Cala Cala)村落、カプヌ
タ (Capunuta)村落、パタラニ(Patarani)村落
-ウマラ市チャピコーリョ(Chapicollo)村落

現地視察
-サン・ペドロ・デ・クラワラ市ウント・チコ・バ
ホ(Unto Chico Bajo)村落
-ウマラ市サン・ミゲル・デ・コパニ(San Miguel
de Copani)村落
-パタカマヤ市タイピ・リェガ・ノルテ(Taipi
Llanga Norte)村落

1 2010/9/6 月

水

木

2 2010/9/7

2010/9/8

2010/9/9

9 2010/9/14

火

月

日

書類整理

金
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